
歴
史
家
E
・
A
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
と

南
ア
フ
リ
カ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

●

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
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堀

内

隆

一
丁

そ

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
爾
ア
フ
リ
カ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
確
立
に
寄
与
し
た
歴
史
家
E
・
A
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
著
書
を
検
討
す
る
。
一

九
一
一
年
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
に
来
た
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
、
親
ボ
ー
ア
的
か
つ
人
種
主
義
的
な
歴
史
家
G
・
M
・
シ
ー
ル
の
影
響
下
で
南
ア
フ
リ
カ
史
の
研
究

を
は
じ
め
た
。
し
か
し
、
三
〇
年
の
講
演
「
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
伝
統
」
で
は
、
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
コ
ン
サ
バ

テ
ィ
ズ
ム
と
レ
イ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
否
定
的
か
つ
侮
蔑
的
な
態
度
を
垣
間
見
せ
る
。
と
は
い
え
、
「
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ
ッ
ク
」
と
ア
フ
リ
カ
人
の
歴
史
に

つ
い
て
は
、
シ
ー
ル
を
踏
襲
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
他
方
、
～
九
世
紀
末
の
ケ
ー
プ
植
民
地
を
巡
る
「
原
住
民
選
挙
権
」
な
ど
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
神
話
は
、

ウ
ォ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
と
な
る
。
更
に
～
九
三
六
年
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
異
動
し
て
以
降
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
関
心
は
ジ
ェ
イ

ム
ソ
ン
侵
入
事
件
、
パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
問
題
な
ど
に
拡
大
し
た
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
対
す
る
批
判

は
六
〇
年
代
よ
り
は
じ
ま
り
、
七
〇
年
代
初
め
以
降
本
格
化
す
る
が
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
自
体
は
決
し
て
過
去
の
問
題
と
は
な
っ
て
い

な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
【
巻
六
号
二
〇
〇
八
年
一
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

南
ア
フ
リ
カ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
入
植
者
が
一
定
の
人
口
を
有
す
る
一
方
、
先
住
民
も
い
ま
な
お
多
数
派
を
占
め
る
特
異
な
地
域
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
地
域
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
支
配
の
矛
盾
が
先
鋭
的
に
顕
在
化
し
て
も
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
南
ア
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南ローデシア

ポルトガル領
、東アフリカ

スワジ
ランド

ベチュアナランド

トランスヴァール

1な＝鱗片

選一（～／

バストランド

南西アフリカ

ケープ

gケープタウン

南部アフリカ（1936年）

フ
リ
カ
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
系
の
リ
ベ
ラ
ル
派
が
歴
史
を
い
か
に
語
り
、

更
に
そ
の
語
り
を
い
か
に
政
治
的
に
利
用
し
て
き
た
か
、
と
い
う
問
題
を
、

歴
史
家
E
・
A
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
（
一
八
八
六
一
一
九
七
六
年
）
を
巡
っ
て
検

討
す
る
。

　
ポ
ス
ト
・
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
期
の
南
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
二
〇
世

紀
を
通
し
て
ア
フ
リ
カ
人
の
抵
抗
運
動
を
リ
ー
ド
し
、
一
九
九
四
年
に
政

権
を
獲
得
し
た
A
N
C
（
ア
フ
リ
カ
民
族
会
議
）
が
歴
史
の
語
り
を
い
か
に

政
治
的
に
利
用
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
二
つ
の
事
例
を
振
り
返
る
と
、
第
一
の
事
例
は
真
実
和
解
委
員
会

（一

繼
繻
ﾜ
1
九
八
年
）
で
あ
る
。
議
会
が
設
置
し
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受

賞
者
の
D
・
M
・
ツ
ツ
大
主
教
を
長
と
し
た
同
委
員
会
は
、
ア
パ
ル
ト
ヘ

イ
ト
の
時
代
の
人
権
侵
害
に
つ
い
て
、
そ
の
全
容
解
明
を
目
指
し
た
。
よ

り
旦
ハ
体
的
に
は
、
六
〇
年
の
シ
ャ
ー
プ
ヴ
イ
ル
虐
殺
以
降
、
九
四
年
置

N
・
R
・
マ
ン
デ
ラ
大
統
領
就
任
ま
で
の
時
期
を
対
象
と
し
て
、
数
多
く

の
公
聴
会
を
開
き
、
二
万
以
上
の
証
言
を
集
め
て
い
る
。
し
か
し
、
加
害

者
の
処
遇
に
関
し
て
は
、
人
種
間
の
「
和
解
」
を
重
視
し
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
採
用
し
た
結
果
、
被
害
者
の
一
部
に
不
満
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。
他

方
、
第
二
の
事
例
は
第
二
次
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
（
ア
ン
グ
ロ
・
ボ
ー
ア
戦

争
）
一
〇
〇
周
年
（
一
九
九
九
一
二
〇
〇
二
年
）
で
あ
る
。
政
権
は
一
九
九
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八
年
以
降
、
「
南
ア
フ
リ
カ
大
統
領
ネ
ル
ソ
ン
・
マ
ン
デ
ラ
が
体
現
す
る
、
寛
容
と
和
解
の
精
神
」
に
基
づ
い
て
、
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

対
す
る
関
与
を
強
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
、
八
、
九
〇
年
代
の
研
究
成
果
を
歪
め
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
白
人
の
戦
争
」
の
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

面
を
過
度
に
否
定
し
、
「
黒
人
の
戦
争
」
の
側
面
を
過
度
に
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
二
つ
の
事
例
を
通
し
て
垣
間
見
え
る
の
は
、
人

種
間
の
「
和
解
」
／
多
文
化
主
義
と
ア
フ
リ
カ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
狭
間
に
あ
る
A
N
C
支
配
の
姿
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
に
在
っ
て
、
歴
史
の
政
治
的
利
用
に
対
す
る
南
ア
フ
リ
カ
史
研
究
者
の
構
え
も
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
時

代
、
イ
ギ
リ
ス
系
の
リ
ベ
ラ
ル
派
の
歴
史
家
は
、
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
（
オ
ラ
ン
ダ
系
入
植
者
／
ボ
ー
ア
人
）
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
N
P
（
国
民
党
）

政
権
に
よ
る
歴
史
の
利
用
を
糾
弾
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
を
経
て
一
九
八
○
年
代
に
は
エ
ー
ル
大
学
に
い
た
し
・
ト
ン
プ

ソ
ン
（
一
九
一
六
－
二
〇
〇
四
年
）
は
、
．
一
九
世
紀
半
ば
の
「
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ
ッ
ク
」
と
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
共
和
国
、
オ
レ
ン
ジ
自
由
国
の

建
国
、
一
九
－
二
〇
世
紀
転
換
期
の
第
二
次
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
と
両
国
の
独
立
喪
失
な
ど
を
巡
る
「
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
政
治
的
神
話
」
を
批

　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

判
の
対
象
と
し
た
。
こ
の
批
判
の
系
譜
は
今
日
も
な
お
、
幾
分
冷
静
な
実
証
研
究
に
形
を
変
え
て
存
続
し
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
の
争
点
は
、

雷
う
ま
で
も
な
く
A
N
C
支
配
と
の
関
係
に
あ
る
。
例
え
ば
、
政
府
が
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
に
共
同
利
用
機
関
と
し
て
設
置
し
た
民
衆
の
記
憶

研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
「
社
会
の
発
展
と
民
主
化
に
貢
献
」
す
る
こ
と
を
標
榜
し
、
ア
フ
リ
カ
人
、
カ
ラ
ー
ド
（
南
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
他
国
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

よ
う
に
有
色
入
種
の
総
称
で
は
な
く
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
周
辺
の
先
住
民
、
解
放
奴
隷
、
混
血
の
人
々
の
意
）
な
ど
の
記
憶
に
対
す
る
関
心
を
喚
起
し
て
い

る
。
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
系
、
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
の
研
究
者
の
問
で
は
、
こ
う
し
た
ア
フ
リ
カ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
脅
威
に
対
し
て
反
発
も
強

　
　
　
　
⑦

ま
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
以
上
の
、
記
憶
の
問
題
と
南
ア
フ
リ
カ
史
研
究
と
の
関
係
を
巡
っ
て
は
、
～
つ
の
奇
妙
な
空
白
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
ア
フ
リ

カ
ー
ナ
、
ア
フ
リ
カ
人
、
カ
ラ
ー
ド
な
ど
の
記
憶
が
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
一
方
で
、
～
連
の
批
判
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
系
、

と
く
に
リ
ベ
ラ
ル
派
の
問
題
は
今
日
も
な
お
、
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
近
年
は
イ
ギ
リ
ス
系
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
も
、
南
ア
フ
リ
カ
史
研
究
者
の
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
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背
景
の
一
つ
は
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
白
人
定
住
植
民
地
／
自
治
領
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
研
究
の
拡
大
で
あ
る
。
本
来
、
帝
国
史
は
一
九
世
紀
末
、
本
国
と
白
人
定
住
植
民
地
と
の
対
等
の
関
係
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

移
行
す
る
帝
国
再
編
の
文
脈
に
お
い
て
成
立
し
た
が
、
脱
植
民
地
化
以
降
、
帝
国
史
家
は
こ
う
し
た
問
題
関
心
を
失
い
、
研
究
は
中
国
な
ど
の

　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

非
公
式
帝
国
、
イ
ン
ド
な
ど
の
従
属
植
罠
地
、
も
し
く
は
シ
テ
ィ
な
ど
の
中
核
に
偏
し
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
イ
ギ
リ
ス
国
内
史
の
研
究
者

を
中
心
に
、
階
級
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
な
ど
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
国
内
史
と
帝
国
史
を
結
節
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
盛
ん

　
　
　
　
　
　
⑫

に
な
る
の
に
従
い
、
帝
国
史
研
究
者
も
、
主
と
し
て
世
紀
末
以
降
の
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ワ
ー
ル
ド
」
（
本
国
と
植
民
地
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
織
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

成
す
世
界
）
の
意
味
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
か
か
る
背
景
を
ふ
ま
え
て
、
南
ア
フ
リ
カ
史
に
お
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
系
の
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
帝
圏
と
の
関
係
を
問
う
研
究
が
増
え
つ
つ
あ
る
。

　
し
か
し
、
近
年
の
研
究
は
南
ア
フ
リ
カ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
も
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ワ
ー
ル
ド
」
全
般

に
つ
い
て
も
、
他
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
開
放
性
を
過
度
に
強
調
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
～
九
世
紀
末
の
ケ
ー
プ
植
民
地
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

し
て
、
最
近
は
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
の
親
筆
的
性
格
、
イ
ギ
リ
ス
系
と
の
協
力
な
ど
を
重
視
す
る
立
場
が
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ア
フ
リ
カ
人
エ
リ
ー
ト
層
も
共
有
す
る
英
語
文
化
が
ア
フ
リ
カ
ー
ン
ス
語
文
化
を
圧
倒
し
て
い
る
現
状
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
ア
フ
リ
カ
ー
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
研
究
者
も
、
最
近
は
親
英
的
性
格
を
重
視
し
て
い
る
。
他
方
、
二
〇
世
紀
半
ば
の
南
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
系
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
が
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
対
抗
す
る
な
か
で
力
を
得
た
。
し
か
し
、
こ
の
過
程
を
通
し
て
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
い
か
に
排
他
性
を
深
め
て
い
く
か
、
と
い
う
点
は
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
た
排
他
性
の
解
明
は
、
帝
国
の
多
文
化
性
を

強
調
す
る
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ワ
ー
ル
ド
」
の
議
論
、
延
い
て
は
「
帝
国
」
論
全
般
に
対
し
て
も
一
石
を
投
じ
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　
ま
た
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
二
〇
世
紀
前
半
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
コ
ン
サ
バ
テ
ィ
ヴ
と
レ
イ
バ
ー
と
の
狭
間
に
位
置
し
た
が

ゆ
え
に
一
層
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
レ
イ
バ
ー
に
傾
い
て
い
く
リ
ベ
ラ
ル
と
比
し
て
、
コ
ン
サ
バ
テ
ィ
ヴ
寄
り
の
リ
ベ
ラ
ル
…
一
本
稿
の
登

場
人
物
で
は
、
ホ
イ
ッ
グ
史
観
を
基
調
と
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
で
著
名
な
G
・
M
・
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
（
一
八
七
六
一
一
九
六
二
年
）
、
（
留
保
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を
要
す
る
が
）
同
じ
く
歴
史
家
の
A
・
」
・
ト
イ
ン
ビ
ー
（
一
八
八
九
1
一
九
七
五
年
）
な
ど
　
　
の
問
題
が
十
分
に
注
目
を
集
め
て
き
た
と
は
い

　
　
⑰

え
な
い
。
更
に
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
帝
国
と
の
関
係
を
問
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ワ
ー
ル
ド
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
巡
っ
て
も
存
在
し
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
と
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
）
に
と
っ
て
植
民
地
、
こ
と
に
帝
国
主
義

と
人
種
差
別
の
南
ア
フ
リ
カ
を
い
か
に
語
る
か
は
つ
ね
に
焦
点
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
先
行
研
究
は
第
二
次
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
の
経
済
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

因
論
で
著
名
な
J
・
A
・
ホ
ブ
ソ
ン
（
一
八
五
八
－
一
九
四
〇
年
）
な
ど
の
問
題
に
偏
し
、
二
〇
世
紀
前
半
期
の
動
き
を
軽
視
し
て
い
る
。
こ
の

動
き
を
知
る
こ
と
な
く
し
て
、
南
ア
フ
リ
カ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
も
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

　
以
上
の
諸
点
を
探
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
南
ア
フ
リ
カ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
確
立
に
寄
与
し
、
ま
た
『
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
要
八
巻
一
十
ア
フ
リ
カ
、
ロ
ー
デ
シ
ア
、
保
護
領
一
』
（
一
九
三
六
年
）
で
も
著
名
な
歴
史
家
ウ
ォ
ー

カ
ー
に
光
を
当
て
る
。
一
般
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
記
憶
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
記
憶
の
創
出
に
際
し
て
歴
史
家
の
役
割
が
大
き
い

こ
と
は
、
多
く
の
研
究
が
指
摘
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
更
に
、
二
〇
世
紀
前
半
期
の
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ワ
ー
ル
ド
」
に
お
い
て
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
は
エ
リ
ー
ト
的
性
格
を
有
し
、
ゆ
え
に
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
全
般
に
対
す
る
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
、
ト
イ
ン
ビ
ー
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
な
ど
の
歴

史
家
の
影
響
力
も
大
き
か
っ
た
。
歴
史
家
を
通
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
眺
め
る
こ
と
は
必
要
な
作
業
と
い
え
よ
う
。
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①
真
実
和
解
委
員
会
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
永
原
陽
子
「
も
う
一
つ
の
「
過
去
の

　
克
服
」
i
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
真
実
と
和
解
－
」
『
歴
史
学
研
究
魅
七
〇

　
七
（
一
九
九
八
年
）
。

②
例
え
ば
、
勺
．
≦
震
惹
。
搾
b
ロ
貯
臨
ざ
愚
四
白
ミ
琳
ぼ
き
ミ
》
嚢
ら
§
き
・

　
（
O
同
日
げ
諜
儒
α
q
P
一
り
Q
。
ω
y
切
．
冒
餌
ω
ω
o
P
鉢
曽
ミ
ぎ
ミ
穿
§
げ
き
湾
餌
ヒ
σ
ミ
ら
か
蟄
ミ
ぴ

　
養
ら
§
き
、
旨
き
馬
8
“
図
C
。
◎
や
竈
聴
（
0
舞
げ
臣
α
q
ρ
6
Φ
H
）
．

③
第
二
次
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
一
〇
〇
周
年
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
ド
ヨ
貫
O
．

　
認
貯
箆
畠
雪
q
O
幻
脅
し
。
o
o
剖
．
累
。
国
巳
。
｛
9
門
田
。
。
8
蔓
］
い
Φ
器
。
員
℃
H
①
冨
鎚
・

　
江
8
ω
｛
9
夢
①
》
目
σ
q
一
9
¢
u
o
Φ
H
≦
費
○
轟
け
①
暴
蔓
O
o
日
日
Φ
ヨ
。
田
隣
8
、
Ψ
恥
§
暮

嚢
ら
§
ミ
象
。
誠
ら
ミ
き
黛
ミ
ミ
自
（
一
㊤
り
Φ
）
…
ρ
U
o
臼
写
団
き
儀
賢
O
帥
語
ぼ
8
し
。
”

．
．
．
H
ω
↓
げ
㊤
Φ
＞
p
博
ぽ
口
α
Q
8
0
①
8
訂
零
時
、
、
矧
鉾
m
畠
。
×
Φ
ω
o
｛
℃
o
＝
2
”
早
目
国
×
・

聾
ヨ
ぎ
象
δ
p
o
｛
ひ
Φ
ω
け
象
Φ
．
㎝
》
℃
暇
〇
四
〇
ゲ
齢
o
O
o
ヨ
ヨ
Φ
日
9
讐
ぎ
σ
q
ω
o
虐
匪
〉
隷
－

o
p
げ
竃
0
9
》
ヨ
ぼ
α
Q
信
。
諺
ω
耳
β
α
q
α
q
ぼ
．
9
き
ミ
か
斐
§
轟
§
8
識
ら
ミ
魯
黛
ミ
ミ
蒔
一

（
6
8
y
》
9
0
H
§
黛
冒
α
q
芦
、
国
Φ
｛
糖
類
昌
α
q
男
Φ
ヨ
⑦
臼
訂
磐
8
”
↓
7
Φ
℃
9
隷
8
0
｛

浄
①
　
O
Φ
三
Φ
　
p
蔓
　
O
o
5
目
Φ
目
。
昼
瓢
。
昌
。
｛
窪
Φ
　
ω
〇
三
げ
　
》
跨
。
き
　
≦
碧
。
｛

蕊
Φ
Φ
ム
Φ
8
、
”
き
§
壽
ミ
駄
き
ミ
隷
§
ミ
ら
§
勲
§
ぜ
恥
ω
O
心
（
卜
。
O
O
膳
）
．
邦
語
で

は
、
井
野
瀬
久
美
恵
「
ア
ン
グ
ロ
・
ボ
…
ア
戦
争
勃
発
一
〇
〇
周
年
記
念
国
際
会

議
に
参
加
し
て
」
咽
歴
史
学
研
究
暁
七
四
一
（
二
〇
〇
〇
年
）
。
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④
じ
癖
。
ξ
ω
。
p
§
鴨
聖
§
ミ
さ
§
N
§
ミ
専
ミ
隷
ミ
（
翼
霧
騨
〈
①
p

　
H
り
。
。
O
y

⑤
例
え
ば
、
切
．
客
p
ω
ω
。
P
、
↓
ぎ
ω
。
β
昏
》
掌
。
雪
≦
霞
＼
》
鄭
α
q
す
し
σ
。
2
≦
費

　
　
蕊
り
り
一
お
8
g
。
巳
℃
。
臣
。
既
竃
§
。
「
団
ぎ
ω
。
馨
げ
》
隷
。
m
、
甲
ぎ
日
φ
誇
げ
・

　
覧
轡
f
O
』
塁
ω
8
p
巳
客
渕
。
℃
魯
（
＆
ω
．
y
§
馬
ぎ
§
題
響
き
・
§
謹
q

　
織
ミ
9
§
ミ
§
。
ミ
§
（
い
。
巳
。
戸
8
0
0
）
二
儒
‘
、
6
ぼ
≦
費
○
器
閏
§
陣
巴

　
団
＄
窃
O
p
．
咽
ぎ
P
9
チ
σ
Φ
H
房
。
戸
》
マ
O
「
旨
匹
穿
α
q
げ
四
四
客
ω
三
［
冨
（
②
山
ω
．
）
リ

　
　
ミ
嵩
§
磯
目
景
寒
、
き
3
沁
恥
馬
繋
面
白
神
帖
嵩
領
O
免
嵩
譜
き
肉
窺
ら
魯
縞
ミ
§
翫
童
帖
昌
h
浮
鳴
防
O
黙
鄭
｝

　
奪
§
識
き
き
N
。
。
◎
や
竈
爲
（
》
浄
ゲ
Φ
口
ω
り
○
げ
一
〇
冒
N
O
O
卜
」
）
唄
〉
．
○
毎
　
爵
・
α
q
ダ
．
冨
①

　
禦
ぎ
⇔
鉱
≦
。
ヨ
窪
、
。
。
ζ
。
遷
藷
暮
”
↓
ぽ
竃
更
冒
σ
q
二
目
仙
ζ
巳
豊
8
。
｛
ζ
Φ
串

　
写
α
q
ぎ
》
当
家
器
「
《
Φ
暑
蔓
．
。
｛
費
①
ω
8
跨
〉
獣
。
磐
≦
費
、
》
β
9
跨
げ
Φ
H
7

　
ω
。
p
O
凄
巳
ぎ
σ
q
げ
勲
註
G
。
二
一
箆
琴
ミ
謎
犠
奪
、
き
講
｝
熊
‘
．
↓
冨
毛
霞
ぎ

　
日
壽
ヨ
象
7
0
①
艮
自
民
≧
憎
一
碧
g
「
O
。
房
鼠
。
島
　
Φ
ω
ω
、
冒
ぎ
U
■
O
邑
ω
ω
冨
巳
》
φ

　
凄
。
暮
ω
8
（
巴
ω
．
ソ
§
こ
愚
霜
道
ミ
§
き
§
婁
ら
§
ぎ
・
，
（
ω
鼠
お
の
8
犀
p

　
　
b
J
O
O
卜
⊃
）
…
］
「
．
ぐ
く
坤
N
り
》
暦
匙
、
馬
浮
鴨
ミ
げ
き
恥
職
娼
ゐ
㍗
∩
ご
醤
鷺
防
買
受
象
黛
暮
笠
q
霜
げ
ミ
翫
O
謡
織
N

　
　
き
駐
（
し
u
ぎ
邑
・
α
q
ε
戸
H
註
一
睾
ρ
b
。
o
o
ω
）
．
以
下
も
参
照
。
b
び
．
蜜
ω
。
・
。
p
§
鴨

　
　
い
§
暮
奪
械
§
曽
き
こ
。
。
℃
甲
硲
亀
（
い
O
昌
山
O
昌
一
一
〇
り
㊤
）
．

⑥
カ
ラ
…
ド
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
ζ
■

　
　
と
置
訂
F
さ
再
票
§
穿
。
轟
》
㌧
さ
』
b
口
N
ミ
袖
穿
。
曼
、
沁
§
．
琶
寒
ミ
電
§
§

　
　
き
§
魯
ら
§
9
N
§
・
ミ
9
謡
§
§
登
（
〉
爵
窪
し
・
甲
O
田
。
b
O
O
O
）
．

⑦
近
年
の
状
況
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
r
≦
二
四
巳
ρ
円
器
ω
o
o
溜
、
閃
四
巨
ぼ

　
　
ω
§
野
9
p
O
8
毛
℃
。
轟
四
箋
9
D
。
三
ゲ
〉
窪
。
9
。
藁
紙
馨
一
畠
障
け
冨
囚
霜

　
　
日
N
。
唱
雪
馨
ω
Φ
§
b
O
8
心
O
O
。
。
”
冨
㊦
ζ
自
差
α
q
。
｛
睾
穿
ぼ
ぼ
浄
δ
口
、
り
§
ミ
嵩
ミ

　
　
駄
き
袋
琳
浮
鴨
ミ
嚢
ら
黛
嵩
勲
§
汚
い
O
Q
b
o
I
軽
（
卜
Ω
O
O
①
Y

⑧
例
え
ば
、
旨
即
ω
霧
冨
ざ
§
鴨
薯
§
恥
画
§
ミ
肉
曇
ミ
な
い
。
巳
。
P
お
。
。
ω
y

　
　
二
〇
世
紀
前
半
期
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
≦
閑
・
頃
雪
o
o
。
搾
砺
§
飯
間
像
b
ヴ
識
翫
客

　
　
9
ミ
ミ
§
建
§
§
§
貫
卜
。
＜
。
グ
（
じ
。
巳
。
p
巳
無
き
負
O
お
ソ

⑨
例
え
ば
、
魯
O
効
｝
訂
σ
q
ぎ
境
魯
餌
江
蘇
。
営
口
ω
o
戸
甫
冨
H
導
℃
Φ
村
岡
『
ヨ
。
｛
男
お
Φ

　
ギ
践
Φ
．
曽
野
§
§
紳
§
ご
遷
肉
登
§
①
匹
ズ
回
O
器
）
．

⑩
例
え
ば
、
労
．
菊
。
ぴ
貯
ω
自
碧
住
旨
O
p
ぽ
α
q
冨
窪
窪
§
ミ
ミ
§
ミ
§
蔦
ミ
窮
b

　
　
§
侮
§
§
N
窪
ミ
駄
§
ミ
ミ
§
（
い
。
巳
§
」
Φ
爵
y

⑪
例
え
ば
、
℃
’
｝
．
O
鉱
昌
§
島
》
b
・
国
。
噂
昌
昌
ρ
b
ロ
ミ
§
⇒
起
恥
§
駐
詳
b
。
＜
9
ω
．

　
（
い
。
巳
o
P
一
〇
㊤
ω
）
（
『
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
の
帝
国
』
二
巻
、
名
古
屋
大

　
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
。

⑫
例
え
ば
、
U
．
O
雪
ロ
巴
ぼ
ρ
O
ミ
§
§
ミ
野
謹
寧
建
§
b
u
ミ
§
晦
§
§
臨
、

　
肉
身
註
澱
ど
O
巳
。
亀
卜
。
O
O
一
）
（
平
田
雅
博
・
細
廻
道
久
訳
門
虚
飾
の
帝
国
　
　
オ

　
　
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
オ
ー
ナ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
へ
　
　
腕
日
本
経
済
評
論
社
、
二

　
〇
〇
四
年
）
。
じ
○
亀
①
ざ
9
讐
§
、
b
σ
識
ミ
営
輿
望
多
目
ミ
§
§
・
，
ミ

　
　
N
竃
や
瞬
雛
ミ
9
滋
8
b
O
8
Y
O
．
田
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薦
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G
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窓
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ミ
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気
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恥
“
嵐
。
。
鶏
（
9
目
び
断
面
α
q
ρ
ト
ひ
O
O
卜
。
y
こ

　
う
し
た
研
究
は
、
以
下
の
門
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
の
拡
大
で
も
あ

　
　
る
。
旨
O
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》
・
勺
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．
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H
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Φ
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￥
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瓢
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①
O
N
）
（
川
北
稔
監
訳
『
イ
ギ
リ

　
　
ス
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民
の
誕
生
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名
古
田
大
学
出
版
会
、
一
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九
七
年
）
。
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じ
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．
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蹴
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例
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U
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．
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①
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⑩
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き
疑
§
ミ
蒔
ω
（
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こ
9
月
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⇔
d
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U
o
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冒
δ
口

　
ω
8
些
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磐
ω
ツ
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ぽ
国
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ご
嵩
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0
｛
鴛
凱
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受
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同
一
り
一
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ω
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巳

　
一
露
O
ω
げ
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ミ
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ら
§
§
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蒔
黛
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魯
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ミ
ミ
お
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》
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ω
．
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げ
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．
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竃
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ω
o
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躍
ω
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o
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①
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＄
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刈
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ω
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轟
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ミ
沁
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ミ
鳴
起
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。
誌
ミ
（
ト
っ
O
O
ω
ど
b
d
■
堵
掌
。
器
。
戸
b
ロ
ミ
ミ
§
蝕
げ

　
肉
愚
譜
、
さ
ミ
轟
窺
b
ロ
ミ
慧
き
、
ミ
（
ω
ぎ
償
鼻
N
O
O
鼻
y
以
下
も
参
照
。
し
。
・

　
U
暮
。
多
》
G
Q
ミ
ミ
§
鑓
§
§
駄
漆
。
ミ
恥
母
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監
§
8
罫
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亀
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辞

　
き
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①
ρ
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気
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⑰
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イ
ン
ビ
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例
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ば
、
∪
．
O
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9
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．
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ミ
⇔
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第
一
章
　
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
伝
統
」
と
「
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ
ッ
ク
」

　
第
一
章
で
は
、
「
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ
ッ
ク
」
に
関
す
る
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
著
書
を
検
討
す
る
。
南
ア
フ
リ
カ
史
学
史
の
研
究
で
著
名
な
C
・

ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
は
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
、
「
W
・
M
・
マ
ク
ミ
ラ
ン
〔
一
八
八
五
1
～
九
七
四
年
〕
、
C
・
W
・
デ
・
キ
ー
ウ
ィ
1
ト
〔
一
九
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

三
－
八
六
年
〕
と
と
も
に
、
二
〇
世
紀
初
め
の
南
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
歴
史
家
の
一
人
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
内
、
レ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

バ
ー
に
傾
い
て
い
く
マ
ク
ミ
ラ
ン
、
デ
・
キ
ー
ウ
ィ
ー
ト
に
つ
い
て
は
研
究
の
蓄
積
も
一
定
程
度
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ン
サ
バ
テ
ィ
ヴ
寄
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ウ
ォ
ー
カ
ー
に
関
す
る
叙
述
は
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
の
も
の
の
ほ
か
、
人
名
事
典
の
記
事
、
医
師
で
あ
る
娘
ジ
ー
ン
の
自
伝
な
ど
が
存
在
す
る
の
み

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
一
九
－
二
〇
世
紀
転
換
期
と
二
〇
世
紀
前
半
期
の
南
ア
フ
リ
カ
史
の
語
り
を
橋
渡
し
し
、
か
つ
リ
ベ
ラ
ル
派
の
重
要
な

橋
頭
鑑
で
あ
る
大
学
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
お
い
て
影
響
力
も
大
き
か
っ
た
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
役
割
は
軽
視
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え



歴史家E・A・ウォーカーと南アフリカのブリティッシュ・リベラリズム（掘内）

　　　　　　　　　　　　　　　　表ユ　ウt一カーの著轡

書名 初版年

『初期より国王エドワード7世の死までのイングランドの歴史蓋

@　　　（A・J・ウイリアムズとの共著、中等学校の教科書）

ユ1年

歴史の授業」（南アフリカ・カレッジ教授就任講義） 12年

謬大学教育における歴史の位置』（講演） 19年

『南アフリカ歴史地図』 22年

『デ・フィリアース卿とその時代」 25年

『南アフリカ人のための近代史3（大学入学資格試験用の教科書） 26年（アフリカーンス語訳28年）

楠アフリカの歴史』① 28年（増補版35年、2版40年）

楠アフリカ・カレッジとケープタウン大学』 29年

楠アフリカにおけるフロンティアの伝統』（講演） 30年

奮グレート・トレック』 34年（2版38年、3版48年、

@　　　4版60年、5版65年）

『ケープの原住罠選挙権』（『ケープ・アーガス毒紙の連載記事） 36年

『ケンブりッジ・イギリス帝国史第8巻一士アフリカ、ローデシア、保護領一壽（アドヴァイザー）② 36年

『W・P・シュライナー一八アフリカ人一』 37年（縮約版60年）

『イギリス帝国史の研究毒（ケンブリッジ大学教授就任講義） 37年

目南アフリカ』（パンフレット） 40年

蜜イギリスと南アフリカ誰（パンフレット） 4！年

ξイギリス帝国一その構造と糟神一』 43年間2版53年）

『ミルナー卿と南アフリカ』（パンフレット） 43年

『植民地』 44年

夏南アフリカ連邦のアパルトヘイト政策』（講演） 53年

楠部アフリカの歴史壽（①の改訂版） 57年

『ケンブリッジ・イギリス帝国史第8巻一二アフリカ、ローデシア、高等弁務官領一雪

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編著、②の改訂版）

63年

ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ

ッ
ジ
に
入
学
、
○
八
年
に
近

代
史
専
攻
を
首
席
で
卒
業
す

る
と
、
ブ
リ
ス
ト
ル
の
ユ
ニ

ド
大
学
の
マ
ー
ト
ン
・
カ
レ

タ
ウ
ン
を
結
ぶ
ユ
ニ
オ
ン
・

カ
ー
ス
ル
郵
便
汽
船
会
社
の

事
務
員
で
あ
っ
た
。
一
九
〇

五
年
、
非
国
教
会
系
の
私
立

学
校
で
あ
る
ミ
ル
・
ヒ
ル
校

を
卒
業
し
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
i

サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
と
ケ
ー
プ

ラ
ン
ド
の
リ
ー
ス
出
身
で
、

父
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
ス
コ
ッ
ト

ス
ト
リ
ー
タ
ム
で
誕
生
し
た
。

て
、
以
下
で
は
ま
ず
、
初
期

の
経
歴
を
辿
り
た
い
。

　
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
一
八
八
六

年
九
月
六
日
、
ロ
ン
ド
ン
の
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（
〇
九
年
ブ
リ
ス
ト
ル
大
学
に
改
組
）
で
講
師
の
職
を
得
た
。
こ
こ
で
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
A
・
J
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
と
と
も
に
、
最
初
の
著
書
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

あ
る
中
等
学
校
の
教
科
書
『
初
期
よ
り
国
王
エ
ド
ワ
ー
ド
警
世
の
死
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
』
を
著
し
て
い
る
（
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
著
書
に

つ
い
て
は
表
一
参
照
）
。
し
か
し
、
同
書
出
版
の
年
で
あ
る
一
一
年
に
は
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
の
南
ア
フ
リ
カ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
、
史
学
科
の
開
設
に
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

っ
て
異
動
、
同
年
の
内
に
は
教
授
に
昇
進
し
た
（
教
授
就
任
講
義
は
「
歴
史
の
授
業
」
）
。
そ
の
南
ア
フ
リ
カ
行
き
に
つ
い
て
は
、
父
の
職
業
に
加

え
て
、
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
の
牧
師
で
あ
る
伯
父
ト
マ
ス
が
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
近
郊
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
カ
レ
ッ
ジ
（
現
ス
テ
レ
ン
ボ
ッ
シ
ュ
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

学
）
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
ウ
ォ
三
下
ー
も
、
も
と
は
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
で
あ
っ
た
が
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

三
年
、
結
婚
を
契
機
と
し
て
圏
教
会
に
改
宗
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
に
来
た
一
九
～
一
年
と
い
う
年
は
、
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
結
成
の
翌
年
に
相
当
す
る
。
一
八
九
九

－
一
．
九
〇
二
年
、
ユ
黒
駁
ニ
ス
ト
党
政
権
の
イ
ギ
リ
ス
と
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
、
オ
レ
ン
ジ
は
第
二
次
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
で
対
峙
し
た
。
し
か

し
、
〇
五
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
政
権
が
自
由
党
に
交
代
す
る
と
、
南
ア
フ
リ
カ
で
も
イ
ギ
リ
ス
系
と
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
と
の
「
和
解
」
の
機
運
が
高

ま
り
、
一
〇
年
に
は
政
治
統
合
が
実
現
し
た
。
こ
の
急
速
な
政
治
統
合
実
現
の
背
景
に
は
、
一
九
世
紀
末
の
ケ
ー
プ
植
民
地
に
お
い
て
、
首
相

C
・
」
・
ロ
ー
ズ
（
　
八
五
三
－
一
九
〇
二
年
、
在
任
一
八
九
〇
一
九
六
年
）
が
入
植
者
の
文
化
統
合
を
図
っ
た
経
験
が
存
在
し
た
。
世
紀
來
ケ
ー

プ
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
「
植
畏
地
黒
史
官
」
の
称
号
を
有
し
た
「
南
ア
フ
リ
カ
史
研
究
の
父
」
G
・
M
・
シ
ー
ル
（
一
△
二
七
－

一
九
一
九
年
）
で
あ
る
。
シ
ー
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
に
反
対
し
て
カ
ナ
ダ
に
移
っ
た
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
の
家
庭
に
誕
生
し
た
。
そ
し
て
、
南
ア

フ
リ
カ
に
来
て
薪
聞
編
集
者
を
手
は
じ
め
に
、
キ
ン
バ
リ
ー
で
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
採
掘
、
ラ
ヴ
デ
ー
ル
で
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
教
師
と
住
所
、

職
業
を
転
々
と
し
、
一
八
七
〇
年
代
末
以
降
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
で
ア
ー
キ
ヴ
ィ
ス
ト
と
し
て
活
躍
し
た
。
ま
た
、
南
ア
フ
リ
カ
史
の
ほ
ぼ
全
て

の
領
域
を
対
象
と
し
て
膨
大
な
量
の
史
料
集
、
著
書
を
出
版
、
イ
ギ
リ
ス
系
も
オ
ラ
ン
ダ
系
も
と
も
に
チ
ュ
ー
ト
ン
人
の
入
植
者
で
あ
る
と
主

張
す
る
。
他
方
、
ア
フ
リ
カ
人
に
対
し
て
は
侮
蔑
的
で
、
こ
う
し
た
親
ボ
ー
ア
的
か
つ
人
種
主
義
的
な
出
版
物
は
、
世
紀
末
ケ
ー
プ
と
二
〇
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

紀
の
南
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
、
多
数
の
読
者
を
獲
得
す
る
と
同
時
に
歴
史
教
育
の
基
礎
と
も
な
っ
た
。
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ウ
ォ
ー
カ
ー
と
南
ア
フ
リ
カ
史
研
究
と
の
邊
遁
は
、
こ
の
シ
ー
ル
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
二
人
は
出
会
っ
て
ま
も

な
く
親
密
と
な
り
、
一
九
＝
二
年
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
南
ア
フ
リ
カ
史
学
会
を
設
立
す
る
と
、
シ
ー
ル
を
初
代
会
長
と
し
て
招
聰
し
、
そ
の
晩
年

　
　
　
⑧

を
遇
し
た
。
ま
た
同
じ
こ
ろ
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
シ
ー
ル
が
編
纂
し
た
史
料
集
に
依
拠
し
て
、
南
ア
フ
リ
カ
史
の
研
究
を
は
じ
め
た
。
し
か
し
、

一
四
年
忌
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
よ
っ
て
研
究
は
中
断
す
る
。
大
戦
中
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
ケ
ー
プ
駐
屯
軍
の
砲
兵
隊
長
と
し
て
ド
イ
ツ
船

舶
の
監
視
に
従
事
し
た
が
、
重
い
弾
薬
の
運
搬
で
心
臓
を
傷
め
、
他
の
南
ア
フ
リ
カ
将
兵
の
よ
う
に
西
部
戦
線
な
ど
に
向
か
う
こ
と
は
な
か
っ

⑫
た
。　

一
九
一
八
年
、
第
～
次
大
戦
が
終
結
す
る
と
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
に
改
組
し
た
職
場
に
復
帰
し
、
研
究
を
再
開
し
た
。
こ

の
時
期
の
活
動
と
し
て
顕
著
な
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
再
編
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
帝
国
は
自
治
領
の
独
立
志
向
に
直
面
し
、
本

国
と
自
治
領
と
の
対
等
の
関
係
に
も
と
つ
く
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
動
き
は
二
六
年
の
バ

ル
フ
ォ
ア
報
告
書
、
三
～
年
の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
憲
章
制
定
に
結
実
し
た
が
、
そ
の
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
に
、

爾
ア
フ
リ
カ
連
邦
結
成
に
も
関
与
し
た
経
験
を
有
す
る
ミ
ル
ナ
i
・
キ
ン
ダ
ー
ガ
ル
テ
ン
／
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ラ
ー
が
い
る
。
同
グ
ル
ー
プ

は
『
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
』
誌
、
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
運
動
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
主
宰
し
た
王
立
国
際
問
題
研
究
所
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
、
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ソ
シ
エ
イ
シ
ョ
ン
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
を
通
し
て
、
帝
国
再
編
の
世
論
形
成
と
政
策
立
案
を
担
っ
た
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
も
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ

ン
ウ
ェ
ル
ス
の
自
治
領
と
し
て
の
南
ア
フ
リ
カ
を
模
索
し
、
『
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
』
誌
に
南
ア
フ
リ
カ
問
題
に
関
す
る
記
事
を
数
多
く
寄

　
　
　
　
⑭

稿
し
て
い
る
。
ま
た
、
三
三
年
目
は
ト
ロ
ン
ト
で
、
王
立
国
際
問
題
研
究
所
主
催
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
関
係
会
議
に
南
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

フ
リ
カ
代
表
団
の
一
員
と
し
て
出
席
し
、
帝
国
問
題
に
つ
い
て
討
論
し
た
。
更
に
戦
間
期
、
イ
ギ
リ
ス
と
南
ア
フ
リ
カ
と
の
友
好
関
係
を
象
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

す
る
人
物
で
あ
っ
た
首
相
」
・
C
・
ス
マ
ッ
ツ
（
一
八
七
〇
一
一
九
五
〇
年
、
在
任
一
九
一
九
…
二
四
、
三
九
－
四
八
年
）
の
知
己
を
得
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

南
ア
フ
リ
カ
史
に
関
す
る
最
初
の
著
書
で
あ
る
『
南
ア
フ
リ
カ
歴
史
地
図
』
（
｝
九
二
二
年
）
も
、
父
ラ
ン
ド
ル
フ
以
来
こ
の
地
域
と
深
い
関
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

り
を
有
し
て
き
た
W
・
チ
ャ
ー
チ
ル
の
好
評
を
博
し
た
。
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し
か
し
同
じ
時
期
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
南
ア
フ
リ
カ
国
内
の
状
況
の
変
化
に
対
し
て
、
疎
外
感
を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
。
南
ア
フ
リ
カ
で
は
一
九

世
紀
末
以
降
、
相
次
ぐ
鉱
産
資
源
の
発
見
な
ど
を
契
機
と
す
る
都
市
化
の
進
展
に
伴
い
、
「
プ
ア
・
ホ
ワ
イ
ト
」
（
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
貧
困
層
）
の
存

在
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
と
く
に
第
一
次
大
戦
が
終
結
す
る
と
、
不
況
を
背
景
と
し
て
問
題
は
深
刻
化
し
、
」
・
B
・
M
・
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク

（一

ｪ
六
六
…
～
九
四
二
年
、
首
相
一
九
二
四
…
三
九
年
）
率
い
る
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
N
P
（
国
民
党
）
が
貧
し
い
労
働
者
の

支
持
を
急
速
に
拡
大
し
た
。
一
九
二
二
年
、
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
近
郊
の
ウ
ィ
ッ
ト
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
ラ
ン
ト
の
金
鉱
で
大
規
模
な
労
働
争
議
が
発

生
し
、
ス
マ
ッ
ツ
が
そ
の
処
理
に
際
し
て
強
硬
策
を
採
る
ミ
ス
を
犯
す
と
、
N
P
は
一
層
勢
い
づ
き
、
二
四
年
、
政
権
を
獲
得
す
る
。
N
P
政

権
は
ま
も
な
く
金
鉱
業
な
ど
で
、
熟
練
労
働
を
白
人
に
限
定
し
、
ア
フ
リ
カ
人
労
働
者
を
非
熟
練
部
門
に
お
い
て
低
賃
金
で
働
か
せ
る
ジ
ョ

ブ
・
カ
ラ
ー
・
バ
ー
を
固
定
化
し
た
（
「
文
明
化
労
働
」
政
策
）
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
で
の
南
ア
フ
リ
カ
の
自
立
を
志
向
し
（
「
南
ア
フ
リ
カ

第
＝
主
義
）
、
例
え
ば
国
旗
の
制
定
を
図
る
。
二
五
－
二
七
年
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
こ
の
国
旗
制
定
に
関
す
る
政
府
諮
問
委
員
会
の
委
員
を
務
め

た
が
、
イ
ギ
リ
ス
系
の
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
提
案
（
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
ば
か
り
で
な
く
ス
コ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
伝
統
に
も
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
）
が
、
N
P
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

権
下
で
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
二
六
、
二
八
年
の
二
度
、
『
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
』
誌
に
同
問
題
に
つ
い
て
寄
稿
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
南
ア
フ
リ
カ
第
一
」
主
義
を
孤
立
主
義
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
ま
た
、
二
七
－
三
〇
年
に
は
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
プ
ラ
！
の
一
人
ロ
ジ
ア
ン
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
P
・
カ
ー
、
一
八
八
ニ
ー
一
九
四
〇
年
）
と
複
数
の
書
簡
を
交
換
し
、
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
に
対
し
て
全
般
的
に
懸
念
を
深
め
て
い
る
。
更
に
こ
の

時
期
、
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
間
で
「
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ
ッ
ク
」
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
一
八
…
三
八
年
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ス
ト
G
・
S
・
プ
レ
ラ
ー
（
一
八
七
五
…
一
九
四
三
年
）
が
史
料
集
『
フ
ォ
ル
ト
レ
ッ
カ
ー
の
人
々
鵬
を
刊
行
す
る
な
ど
し
た
こ
と
も
、
ウ
ォ
ー

カ
ー
を
刺
激
す
る
材
料
と
な
っ
た
。

　
一
九
三
〇
年
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
で
滞
在
申
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ロ
ー
ズ
・
ハ
ウ
ス
に
お
い
て
、
「
南
ア
フ
リ
カ
に
お

け
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
伝
統
」
と
題
し
て
講
演
し
た
。
講
演
は
、
「
現
代
文
明
は
…
…
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
諸
条
件
が
二
世
紀
の
長
き
に
わ
た
っ

て
、
南
ア
ス
リ
カ
に
刻
ん
で
き
た
深
い
劾
印
〔
レ
イ
シ
ズ
ム
〕
を
完
全
に
破
壊
し
て
い
な
い
」
と
い
う
一
節
に
は
じ
ま
る
。
～
七
世
紀
半
ば
以
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降
、
ケ
ー
プ
に
到
達
し
た
オ
ラ
ン
ダ
系
入
植
者
は
、
奴
隷
と
先
住
民
に
対
し
て
、
日
常
の
接
触
を
通
し
て
優
越
意
識
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
優
越
意
識
は
、
入
植
者
が
植
民
地
当
局
と
の
衝
突
を
繰
り
返
し
、
徐
々
に
内
陸
部
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
移
動
す
る
に
従
っ
て
、
ま
す
ま
す

深
ま
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
レ
イ
シ
ズ
ム
の
起
源
と
し
て
決
定
的
に
重
要
だ
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
半
ば
の
「
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ
ッ
ク
」

で
あ
る
。
一
八
一
四
年
、
ケ
ー
プ
植
民
地
が
イ
ギ
リ
ス
領
と
な
り
、
三
四
年
、
当
局
が
奴
隷
制
の
廃
止
に
踏
み
切
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
系
入
植
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
ボ
ー
ア
人
の
不
満
は
頂
点
に
達
し
、
大
挙
し
て
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
内
陸
部
に
移
動
し
た
。
こ
の
「
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ッ
ク
」
と
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
共
和
国
、
オ
レ
ン
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
由
業
の
建
国
を
通
し
て
、
ボ
ー
ア
人
の
間
で
は
ア

成

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
リ
カ
ー
ナ
と
し
て
の
意
識
が
高
ま
り
、
ま
た
レ
イ

雲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

艘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ズ
ム
も
深
ま
っ
た
、
と
ウ
。
ゐ
ぬ
結
語
す
る
。

唖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
の
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
南
ア
フ
リ
カ
の
レ
イ
シ

め
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ズ
ム
の
起
源
と
す
る
内
容
は
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主

の

駄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
の
源
流
を
フ
・
ン
テ
ィ
ア
に
見
る
F
・
J
・
タ
ー

リ

フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ー
の
『
ア
メ
リ
カ
史
に
お
け
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』

ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

楠　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
二
〇
年
）
に
想
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
ウ

2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ー
カ
ー
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
シ
ー
ル
の
親
ボ
ー

表　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
的
な
歴
史
叙
述
と
一
定
の
距
離
を
お
き
、
ア
フ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ー
ナ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
コ
ン
サ
バ
テ
ィ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
レ
イ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
否
定
的
、
か
つ
文
明
と
野

第1部

第1章 革命のはじまり

第2章 イギリス帝国内の諸革命、1763－1800年

第3章 フランス革命、1789－1802年

第4章 ケープ植民地、1775－1796年

第5章 皇帝と諸王、1802－23年

第6章 ケープ植民地における旧秩序の終焉、1795－1825年

第2部

第7章 産業革命

第8章 りベラリズム、ナショナリズム、社会主義

第9章 ヨーロッパ外のりベラリズム、ユ830－60年

第10章 南アフリカにおけるりベラリズム、1825－56年

第1璋 国民国家、1852－72年

第12章 南アフリカにおける細入と白人、1854－72年

第3部

第13章 帝国主義、ユ872－1905年

第！4章 南アフりカにおける金と鉄道、1872－1902年

剃5章 大戦の到来

第ユ6章 連邦憲法

第17章 戦後の諸問題
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蛮
と
の
対
比
に
も
と
つ
く
侮
蔑
的
な
態
度
を
垣
間
見
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
関
連
す
る
著
書
に
お
い
て
は
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
説
を
本
格
的
に
展
開
せ
ず
、
親
ボ
ー
ア
的
な
シ
ー
ル
を
踏
襲
し
、
ア
フ
リ

成備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
i
ナ
に
も
一
定
の
評
価
を
得
た
。
例
え
ば
、
『
グ
レ
ー
ト
．
ト
レ
ッ
ク
』

則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
版
一
九
三
四
年
）
は
、
こ
の
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
の
建
国
神
話
の
こ
と
を
「
偉

歴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
な
冒
険
」
と
記
し
、
一
九
六
五
年
ま
で
に
五
版
を
重
ね
て
い
る
。
ま
た
、

肋ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
学
入
学
資
格
試
験
用
の
教
科
書
で
あ
る
『
南
ア
フ
リ
カ
人
の
た
め
の
近
代

献
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
』
（
一
九
二
六
年
）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
と
甫
ア
フ
リ
カ
史
を
結
合
し
た
独

『　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
創
的
な
内
容
ゆ
え
に
か
、
早
く
も
二
八
年
に
ア
フ
リ
カ
ー
ン
ス
語
訳
が
世
に

ヨ

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
た
（
里
日
の
蔑
に
つ
い
て
は
表
二
参
悔
）
・
更
に
『
南
ア
フ
リ
カ
の
歴
史
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
版
｝
九
二
八
年
）
も
、
多
数
の
読
者
を
獲
得
す
る
と
同
時
に
大
学
の
教
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
と
な
り
、
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
・
ナ
シ
ョ
ナ
サ
ス
ト
の
歴
史
家
に
も
「
偏
見
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
な
い
本
」
と
の
評
価
を
得
て
い
る
。
他
方
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
学
説
の
本
格

的
展
開
は
、
マ
ク
ミ
ラ
ン
、
デ
・
キ
ー
ウ
ィ
ー
ト
な
ど
他
の
リ
ベ
ラ
ル
派
の
歴
史
家
の
仕
事
と
な
っ
た
。
と
く
に
デ
・
キ
ー
ウ
ィ
ー
ト
の
『
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ア
フ
リ
カ
の
歴
史
』
（
一
九
四
～
年
）
は
、
H
・
ア
レ
ン
ト
の
『
全
体
主
義
の
起
源
二
i
帝
国
主
義
i
』
（
一
九
五
一
年
）
に
も
影
響
を
与
え

て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
レ
ン
ト
は
レ
イ
シ
ズ
ム
を
帝
国
主
義
の
政
治
的
支
配
の
形
態
と
し
て
重
視
し
、
そ
の
起
源
を
南
ア
フ
リ
カ
に
求
め
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
う
し
た
内
容
は
南
ア
フ
リ
カ
史
研
究
に
お
け
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
学
説
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ア
フ
リ
カ
人
の
歴
史
を
軽
視
す
る
点
に
つ
い
て
も
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
シ
ー
ル
を
踏
襲
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
確
か
に
、
ウ
ォ
一
撃
ー
は
『
南

ア
フ
リ
カ
の
歴
史
』
の
序
に
お
い
て
、
主
題
を
「
自
治
と
連
邦
の
発
展
」
、
「
イ
ギ
リ
ス
系
と
ア
フ
リ
カ
ン
ダ
〔
ア
フ
リ
蝦
蟹
ナ
〕
と
の
問
の
闘

第1章 発見

第2章 オランダのケープ占領、ユ581－1679年

第3章 槌民地化、1679一ユ7ユ7年

第4章 ディアスポラ、1717－78年

第5章 オランダ東インド会社の衰退と没落、ユ778－96年

第6章 公的占領、1795一ユ823年

第7章 変化の隠代、1823－37年

第8章 グレート・トレック、1835－48年

第9章 議会とフォルクスラート、1837－57年

第10章 モシェシェとウォーターボーア、ユ854－71年

第11章 「わが連邦政策」、1871－81年

第12章 アフリカの争奪、1881－96年

第13章 連邦結成、1896－19ユ0年

第14章 統一南アフリカ、1910－24年
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争
」
な
ど
入
植
者
の
問
題
に
限
定
し
な
い
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
書
の
西
洋
中
心
主
義
は
否
め
な
い
。
例
え
ば
、
序
で
は
ア
フ
リ

カ
史
の
主
役
を
「
西
洋
文
明
、
部
族
の
ア
フ
リ
カ
、
こ
の
二
つ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
が
、
神
権
政
治
の
ア
ジ
ア
」
と
記
し
、
ま
た
第
一
章
は
フ

ェ
ニ
キ
ア
人
以
降
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
ま
で
の
ア
フ
リ
カ
「
発
見
」
に
当
て
て
い
る
（
同
書
の
構
成
に
つ
い
て
は
表
三
参
照
）
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
直
接
的
に
登
場
し
な
い
ほ
ぼ
唯
一
の
事
例
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
ズ
ー
ル
ー
王
シ
ャ
カ
の
征
服
活
動
を
巡
る
箇
所
で
あ
る
。

シ
ー
ル
は
シ
ャ
カ
の
残
酷
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
征
服
活
動
に
よ
っ
て
住
民
の
い
な
く
な
っ
た
土
地
が
「
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ
ッ
ク
」
の

「
約
束
の
地
」
に
な
っ
た
と
し
て
、
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
が
ア
フ
リ
カ
人
の
土
地
を
強
奪
し
た
と
す
る
見
方
を
明
確
に
否
定
し
た
。
他
方
、
ウ
ォ
ー

カ
ー
は
同
じ
主
題
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
…
…
ダ
ー
バ
ン
〔
ケ
ー
プ
植
民
地
総
督
〕
到
着
前
の
約
一
五
年
間
、
東
南
ア
フ
リ
カ
の
バ
ン
ト
ゥ
ー
〔
ア
フ
リ
カ
人
〕
の
間
で
は
大
混
乱
が
猛
威
を
振
る

　
　
　
つ
た
。
バ
ン
ト
ゥ
ー
は
い
ま
な
お
、
当
時
の
こ
と
を
ム
フ
ェ
カ
ネ
（
壊
滅
的
な
）
時
代
と
呼
ぶ
。
…
嵐
の
中
心
で
は
シ
ャ
カ
・
ズ
ー
ル
ー
が
王
位
を
継
承

　
　
し
、
大
き
な
牛
皮
の
盾
と
広
範
囲
に
突
き
刺
さ
る
ア
セ
ガ
イ
〔
の
槍
〕
で
軍
隊
を
武
装
し
、
三
日
月
の
陣
形
で
戦
う
よ
う
教
育
し
て
い
た
。
シ
ャ
カ
は
更

　
　
に
規
律
を
強
化
し
、
世
襲
の
酋
長
で
は
な
く
選
抜
し
た
者
を
連
隊
長
に
任
命
し
た
。
彼
は
最
初
、
近
隣
の
諸
部
族
を
北
に
追
い
や
っ
て
、
東
海
岸
を
経
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
　
ニ
ヤ
サ
湖
に
至
る
地
域
に
荒
廃
を
も
た
ら
し
た
。
…
…

　
こ
の
記
述
に
、
シ
ー
ル
と
の
相
違
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
『
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ
ッ
ク
』
に
お
い
て
も
、
ズ
ー
ル
ー
人
の

残
酷
性
を
強
調
す
る
シ
ー
ル
の
叙
述
を
踏
襲
し
た
。
例
え
ば
、
シ
ャ
カ
の
次
代
の
王
デ
ィ
ン
ガ
ネ
が
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
の
リ
ー
ダ
ー
P
・
レ
テ
ィ

フ
を
殺
害
し
た
事
件
（
一
八
三
八
年
）
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
…
・
三
　
月
六
田
火
曜
日
、
デ
イ
ン
ガ
…
ン
〔
デ
イ
ン
ガ
ネ
〕
は
南
ア
ブ
り
カ
の
移
民
に
広
範
な
土
地
を
譲
渡
す
る
証
書
に
署
名
し
た
。
…
…
彼
は
こ
の
よ

　
　
う
に
し
て
、
自
分
の
心
が
実
に
善
良
で
あ
る
と
移
民
に
信
じ
込
ま
せ
た
上
で
、
別
れ
の
一
杯
を
と
首
邑
に
招
待
し
、
移
民
の
武
装
を
解
い
た
。
…
…
戦
士

　
　
が
踊
り
杯
が
回
る
と
、
恰
幅
の
よ
い
デ
ィ
ン
ガ
…
ン
は
起
立
し
、
威
嚇
す
る
よ
う
に
し
て
、
「
魔
術
師
を
殺
せ
」
と
大
声
を
上
げ
た
。
そ
の
と
き
踊
り
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
と
、
小
屋
に
潜
ん
で
い
た
戦
士
が
無
防
備
な
ボ
ー
ア
人
に
襲
い
か
か
っ
た
。
…
…
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た
だ
し
、
こ
の
記
述
に
つ
い
て
は
ウ
ォ
ン
カ
ー
も
修
正
す
る
必
要
を
感
じ
た
。
ウ
ォ
ー
カ
！
は
、
『
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ
ッ
ク
』
初
版
の
翌
年

で
あ
る
一
九
三
五
年
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
の
『
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
』
誌
に
「
レ
テ
ィ
フ
虐
殺
に
関
す
る
ズ
ー
ル
ー
人
の
記
述
」
を
寄
稿
し
た
。

こ
こ
で
は
、
事
件
の
史
料
が
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
側
に
偏
る
点
を
問
題
全
し
、
ズ
ー
ル
ー
人
の
語
り
を
紹
介
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
更
に
、

「
バ
ン
ト
ゥ
ー
の
歴
史
」
を
書
く
必
要
も
説
い
た
。
具
体
的
に
は
、
最
初
の
著
者
は
「
黒
人
の
ギ
ボ
ン
な
い
し
は
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
」
の
登
場

を
待
つ
よ
り
「
白
人
の
南
ア
フ
リ
カ
人
」
の
ほ
う
が
早
く
、
ま
た
主
題
は
「
〔
シ
ャ
カ
の
征
服
活
動
に
際
し
て
〕
コ
ー
サ
人
社
会
を
救
お
う
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

支
配
者
」
な
ど
が
相
応
し
い
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
自
身
が
こ
う
し
た
案
を
実
現
に
移
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
他
方
、
ウ
ォ
ー
二
字
が
『
南
ア
フ
リ
カ
の
歴
史
』
で
初
め
て
用
い
た
「
ム
フ
ェ
カ
ネ
」
（
シ
ャ
カ
の
征
服
活
動
が
引
き
起
こ
し
た
ア
フ
リ
カ
入
社
会

の
大
混
乱
）
は
、
二
〇
世
紀
半
ば
の
南
部
ア
フ
リ
カ
史
研
究
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
概
念
の
一
つ
と
な
る
。
マ
ク
ミ
ラ
ン
、
デ
・
キ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ウ
ィ
ー
ト
な
ど
は
シ
ャ
カ
よ
り
、
「
ム
フ
ェ
カ
ネ
」
に
よ
る
諸
ト
ラ
イ
ブ
（
部
族
）
の
再
編
の
ほ
う
に
関
心
を
示
し
た
。
こ
の
動
き
は
当
時
の
、

イ
ギ
リ
ス
領
植
民
地
当
局
に
よ
る
ト
ラ
イ
ブ
創
出
と
深
い
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
」
・
D
・
オ
ー
マ
・
ク
ー
パ
ー
（
一
九
三
一
－
九

八
年
）
は
『
ズ
ー
ル
ー
の
余
波
』
（
～
九
六
六
年
）
に
お
い
て
「
ム
フ
ェ
カ
ネ
」
の
過
程
で
成
立
し
た
ト
ラ
イ
ブ
の
い
く
つ
か
を
、
脱
植
民
地
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
時
代
状
況
を
反
映
し
て
独
立
国
家
の
歴
史
的
起
源
と
し
た
。

　
以
上
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
伝
統
」
に
お
い
て
、
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
コ
ン
サ
バ
テ
イ
ズ
ム
と
レ
イ
シ
ズ

ム
に
対
し
て
否
定
的
か
つ
侮
蔑
的
な
態
度
を
垣
間
見
せ
た
こ
と
、
し
か
し
、
「
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ
ッ
ク
」
と
ア
フ
リ
カ
人
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

シ
ー
ル
を
踏
襲
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
こ
と
は
「
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ
ッ
ク
」
も
、
ま
た
金
鉱
業
の
「
文
明
化
労
働
」
政

策
な
ど
も
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
は
遥
か
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
の
縁
遠
い
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他
方
、
一
九
世
紀
末
の
ケ
ー
プ
植

民
地
を
巡
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
神
話
は
、
ウ
ォ
三
農
ー
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
と
な
っ
た
。
第
二
章
で
は
、
こ
の
神
話
に
関
す
る
ウ

ォ
ー
カ
ー
の
著
書
を
検
討
す
る
。

　
①
○
．
G
。
窪
巳
霧
”
、
≦
巴
ざ
お
甲
ざ
ぎ
傷
霧
自
．
》
㌶
璃
6
b
■
ζ
畏
冨
≦
帥
巳
じ
d
．
　
　
叢
叢
ω
。
ロ
（
巴
ω
’
）
▼
9
§
軋
漣
側
甑
§
貸
q
駄
さ
縣
§
ミ
じ
口
画
§
蔓
。
巳
冒
㊦
Φ
阜
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（
○
×
｛
O
同
罪
卜
⊃
O
O
①
）
．

②
例
え
ば
、
國
負
§
鴨
さ
ミ
謎
駄
§
き
ミ
》
奪
§
§
建
簿
奪
、
§
§
，
貯
蕊

　
§
肉
§
§
ミ
O
駐
匁
○
巷
①
6
。
壽
㍉
り
。
。
。
。
）
も
や
ミ
山
O
騨
一
翼
9
帥
。
川
代
轡
餌
滋

　
ω
．
竃
輿
『
。
。
（
Φ
瓢
ω
シ
奪
㍉
ミ
ミ
N
駄
肉
§
マ
鱒
ヨ
ミ
§
暴
N
隷
詳
§
8
滝
§
煙
ミ
ミ

　
象
9
ミ
O
試
職
ら
（
〉
疑
①
冨
げ
。
∬
一
り
O
Q
り
Y

③
①
の
ほ
か
、
ω
憶
測
①
β
さ
ぎ
郵
窓
’
に
鱒
－
二
〇
二
山
‘
．
顛
ざ
≦
臨
竃
目

　
出
誌
8
臨
四
p
o
｛
ω
o
段
7
＞
h
路
。
節
．
昭
ぎ
国
’
U
Φ
7
ヨ
β
畠
p
p
周
郷
侮
国
・
菊
Φ
o
押
ぞ
留
N
（
①
噺
ω
．
γ

　
§
ミ
醤
鴨
ミ
聰
。
ミ
，
き
湾
藩
、
甑
ミ
瞬
駄
玉
食
暮
寺
勘
織
葭
撃
馬
9
縫
3
ミ
ぢ
ぎ
，
や

　
恥
§
琳
ミ
ミ
織
貯
愚
8
貯
ミ
ミ
ミ
鳴
寧
N
帖
建
山
越
帖
受
手
肉
跨
ミ
ポ
め
㍗
め
柏
掘
割
、
織
嵐
り
㎏
O

　
（
国
ω
ω
①
戸
一
〇
り
昏
⊃
）
．

④
①
の
ほ
か
、
蜜
．
O
d
。
ぎ
訂
び
、
≦
鉱
冨
び
㌍
8
》
巳
①
崩
。
耽
甲
ぎ
○
．
ト
¢
d
曙
①
屡

　
（
Φ
匹
．
γ
b
詩
翫
。
嵩
ミ
ゼ
駄
き
ミ
》
奪
、
帖
§
謡
b
ロ
』
轟
、
愚
曹
q
駄
軌
（
℃
屋
8
嵩
F
一
り
O
Q
ご
■

⑤
旨
芝
臥
冨
朗
恥
ぎ
b
愚
・
寒
ぎ
琳
§
悪
ミ
駄
匙
き
ミ
§
b
ミ
ミ
（
O
・
需

　
門
O
ξ
P
剃
り
“
樋
y

⑥
》
脳
≦
≡
霞
ω
簿
巳
国
．
〉
’
≦
蒙
。
野
Φ
さ
§
馬
8
、
駄
寧
悪
ミ
》
§
N
§
肉
ミ
，
－

　
N
暗
笥
鵠
ミ
跨
ミ
毛
馬
b
鶏
ミ
駄
性
脳
歯
肉
蹴
起
ミ
戚
§
（
U
o
”
山
。
戸
一
〇
一
一
ソ

⑦
中
》
．
類
臥
冨
朗
§
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⑩
拙
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南
ア
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リ
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凹
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創
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史
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〇
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富
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（
○
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剛
F

　
一
⑩
⑩
㎝
ソ
キ
ン
ダ
ー
ガ
ル
テ
ン
と
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
結
成
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

　
拙
稿
「
ミ
ル
ナ
…
・
キ
ン
ダ
ー
ガ
ル
テ
ン
の
南
ア
フ
リ
カ
経
験
（
【
八
九
九
一
一

　
九
｝
○
年
）
と
『
シ
テ
イ
ズ
ン
シ
ッ
プ
臨
」
明
史
林
隔
八
六
巻
六
号
（
二
〇
〇
三

　
年
）
。

⑭
ω
8
。
冨
さ
、
≦
巴
犀
p
軽
四
。
ぎ
飢
Φ
お
8
、
も
．
。
。
①
9
ω
舞
巳
霧
り
、
薯
臥
冨
が
国
旨

　
諺
巳
興
ω
o
ロ
．
’
同
誌
は
匿
名
を
原
則
と
し
て
お
り
、
ウ
ォ
ー
カ
…
が
ど
の
記
事
を

　
轡
い
た
の
か
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
い
く
つ
か
の
記
事
に
つ
い
て
執
筆
者

　
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
同
誌
の
匿
名
原
則
に
関
し
て
、
編
集
長
J
・

　
ダ
ヴ
（
～
八
七
二
一
一
九
」
二
四
年
、
在
任
一
九
二
〇
一
三
四
年
）
は
、
ど
の
記
事

　
も
執
筆
者
個
人
で
は
な
く
雑
誌
総
体
の
見
解
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
影

　
響
力
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と
記
し
て
い
る
。
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＜
⑦
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幻
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．
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第
二
章
　
ケ
ー
プ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
神
話

第
二
章
で
は
、
～
九
世
紀
末
の
ケ
ー
プ
植
民
地
に
関
す
る
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
著
書
を
検
討
す
る
。
南
ア
フ
リ
カ
の
イ
ギ
リ
ス
系
入
植
者
に
と
っ

て
、
最
初
の
入
植
地
で
あ
る
ケ
ー
プ
の
歴
史
を
い
か
に
語
る
か
は
つ
ね
に
焦
点
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
先
行
研
究
は
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

成
（
一
九
一
〇
年
）
に
際
し
て
の
政
治
的
利
用
の
問
題
に
偏
し
、
二
〇
世
紀
前
半
期
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
を
軽
視
し
て
い
る
。
こ
う
し



歴史家E・A・ウォーカー一と南アフリカのブリティッシュ・リベラリズム（堀内）

た
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
以
下
で
は
ま
ず
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
神
話
の
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
た
世
紀
末
ケ
ー
プ
の
状
況
を
確
認
し
た
い
。

　
一
九
世
紀
末
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
は
、
相
次
ぐ
鉱
産
資
源
の
発
見
な
ど
を
契
機
と
し
て
南
部
ア
フ
リ
カ
支
配
を
拡
大
す
る
。
～
八
八
五
年
に
は

べ
チ
ュ
ア
ナ
ラ
ン
ド
（
現
ボ
ツ
ワ
ナ
）
を
保
護
領
、
八
九
年
に
は
マ
タ
ベ
レ
ラ
ン
ド
・
マ
シ
ョ
ナ
ラ
ン
ド
（
南
ロ
ー
デ
シ
ア
、
現
ジ
ン
バ
ブ
エ
）
を

イ
ギ
リ
ス
南
ア
フ
リ
カ
会
社
領
と
し
、
八
O
I
八
一
、
九
九
…
　
九
〇
二
年
に
は
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
共
和
国
、
オ
レ
ン
ジ
自
由
国
に
対
し
て

二
次
の
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
う
し
た
「
ケ
ー
プ
か
ら
カ
イ
ロ
へ
」
政
策
の
拠
点
が
一
八
～
四
年
、
オ
ラ
ン
ダ
領
よ
り
イ
ギ

リ
ス
領
と
な
っ
た
ケ
ー
プ
植
民
地
で
あ
る
。
ケ
ー
プ
で
は
五
三
年
の
代
表
政
府
（
立
法
権
）
授
与
、
七
二
年
の
責
任
政
府
（
行
政
権
）
授
与
を
経

て
、
人
口
の
四
分
の
一
の
入
植
者
の
、
更
に
四
割
に
過
ぎ
な
い
イ
ギ
リ
ス
系
の
優
位
が
確
立
し
た
。
し
か
し
世
紀
末
、
イ
ギ
リ
ス
系
は
ア
フ
リ

カ
ー
ナ
の
エ
ス
ノ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
進
展
な
ど
薪
た
な
事
態
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
り
、
首
相
ロ
ー
ズ
が
入
植
者
の
文
化
統
合
を
図
っ
て

　
②

い
る
。
他
方
、
ケ
ー
プ
植
民
地
議
会
は
代
表
政
府
授
与
に
際
し
て
、
財
産
、
所
得
制
限
を
付
し
た
も
の
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
に
も
選
挙
権
を
与

え
た
（
被
選
挙
権
も
認
め
た
が
非
ヨ
…
ロ
ッ
パ
系
議
員
は
実
現
し
な
か
っ
た
）
。
　
一
九
〇
七
年
の
時
点
で
、
有
権
者
の
一
〇
％
は
カ
ラ
ー
ド
、
五
％
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ア
フ
リ
カ
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
有
権
者
の
支
持
は
当
初
、
イ
ギ
リ
ス
系
候
補
が
独
占
し
、
そ
の
数
も
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
拡
大
に
比
例

し
て
増
え
た
た
め
、
ケ
ー
プ
の
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
政
党
で
あ
る
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
同
盟
は
一
八
八
七
、
九
二
年
春
二
度
、
選
挙
権
制
限
の
強
化
に
動

い
た
。
し
か
し
世
紀
末
、
イ
ギ
リ
ス
系
と
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
と
の
協
力
が
進
展
す
る
と
、
同
盟
も
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
有
権
者
の
支
持
を
獲
得
す
る

　
　
　
　
　
　
　
④

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
世
紀
末
ケ
ー
プ
を
巡
る
歴
史
研
究
は
、
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
結
成
に
よ
り
植
民
地
が
消
滅
し
て
一
〇
年
余
り
が
経
過
し
た
～
九
二
〇
年
代
以
降

本
格
化
す
る
。
こ
の
動
き
を
リ
ー
ド
し
た
の
は
ウ
ォ
ー
カ
ー
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
一
〇
年
代
よ
り
、
一
七
1
～
八
世
紀
の
ケ
ー
プ
の
歴
史

に
関
心
を
抱
い
て
き
た
。
二
〇
世
紀
初
め
、
南
ア
フ
リ
カ
の
イ
ギ
リ
ス
系
入
植
者
に
と
っ
て
は
、
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
と
の
「
和
解
」
を
背
景
と
し

て
、
オ
ラ
ン
ダ
領
時
代
の
ケ
ー
プ
史
を
い
か
に
語
る
か
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
語
り
に
際
し
て
は
ア
マ
チ
ュ
ア
歴
史
家
の
役
割

も
大
き
く
、
そ
の
中
心
に
い
た
の
は
作
家
D
・
A
・
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
（
～
八
六
二
一
一
九
三
｝
年
）
で
あ
る
。
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
は
子
ど
も
移
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民
の
キ
ン
グ
ズ
リ
の
従
姉
に
当
た
り
、
ア
ー
キ
ヴ
イ
ス
ト
H
・
C
・
V
・
レ
イ
プ
ラ
ン
ト
（
一
八
三
七
－
一
九
一
｝
年
）
の
影
響
下
で
ケ
ー
プ
史

に
興
味
を
持
っ
た
。
＝
…
二
一
年
に
は
、
ミ
ル
ナ
ー
・
キ
ン
ダ
ー
ガ
ル
テ
ン
（
ラ
ウ
ン
ド
ニ
ア
ー
ブ
ラ
i
）
が
発
行
し
た
『
ス
テ
イ
ト
』
誌
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

次
い
で
『
ケ
ー
プ
・
タ
イ
ム
ズ
』
紙
に
「
旧
い
南
ア
フ
リ
カ
の
家
々
」
を
連
載
、
オ
ラ
ン
ダ
領
時
代
の
ケ
ー
プ
建
築
を
礼
賛
し
て
い
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

当
時
の
で
き
ご
と
を
主
題
と
し
た
野
冊
か
の
小
説
と
『
南
ア
フ
リ
カ
の
歴
史
』
（
一
九
一
八
年
）
な
ど
を
執
筆
、
「
旧
い
南
ア
フ
リ
カ
の
家
々
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
ま
と
め
た
騨
南
ア
フ
リ
カ
の
歴
史
的
家
々
』
（
一
九
二
二
年
）
に
は
、
首
相
ス
マ
ッ
ツ
も
序
文
を
寄
せ
た
。
一
七
…
一
八
世
紀
の
ケ
ー
プ
史
に

対
す
る
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
関
心
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
時
代
状
況
に
加
え
て
、
皿
九
＝
二
年
に
結
婚
し
た
妻
ル
ー
シ
ー
の
母
方
が
、
当
地
の
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ラ
ン
ダ
系
の
旧
家
デ
・
ス
ミ
ッ
ト
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
、
ケ
ー
プ
史
を
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
圓
反
し
よ

う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
師
シ
ー
ル
と
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
の
師
レ
イ
プ
ラ
ン
ト
が
終
生
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
⑨

も
無
縁
で
は
な
い
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
一
八
年
、
ケ
ー
プ
史
を
中
心
と
し
て
南
部
ア
フ
リ
カ
史
の
史
料
を
刊
行
す
る
フ
ァ
ン
・
リ
ー
ベ
ッ
ク
協
会

の
設
立
に
も
一
役
買
っ
た
が
、
フ
ァ
ン
・
リ
ー
ベ
ッ
ク
と
は
一
六
五
二
年
、
初
め
て
ケ
ー
プ
に
入
植
し
た
「
南
ア
フ
リ
カ
建
国
の
父
祖
」
で
あ

⑩る
。
し
か
し
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
オ
ラ
ン
ダ
領
時
代
を
主
要
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
は
し
な
か
っ
た
。
も
と
植
民
地
首
相
J
・
X
・
メ
リ
マ
ン
（
～
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

四
～
1
一
九
二
六
年
、
在
任
一
九
〇
八
－
一
〇
年
）
な
ど
の
知
己
を
得
た
一
九
二
〇
年
ご
ろ
よ
り
、
関
心
は
世
紀
末
に
移
っ
て
い
く
。

　
ケ
ー
プ
史
に
関
す
る
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
最
初
の
著
書
で
あ
る
『
デ
・
フ
ィ
リ
ア
ー
ス
卿
と
そ
の
時
代
』
（
一
九
二
五
年
）
も
、
こ
う
し
た
植
民
地

時
代
以
来
の
政
治
家
と
の
交
流
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
J
・
H
・
デ
・
フ
ィ
リ
ア
ー
ス
（
一
八
四
ニ
ー
一
九
一
四
年
）
は
、
ケ
ー
プ
植
民
地

と
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
に
お
い
て
計
四
一
年
間
最
高
裁
判
所
長
官
（
一
八
七
三
－
一
九
一
〇
、
一
〇
…
一
四
年
）
を
、
連
邦
結
成
に
際
し
て
は
全
国
会

議
議
長
も
務
め
た
。
当
地
の
オ
ラ
ン
ダ
系
の
旧
家
の
出
で
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
改
革
派
教
会
牧
師
の
修
練
を
積
み
、
更
に
ロ
ン
ド
ン
で
法
曹
資
格

を
取
得
し
た
人
物
の
選
択
は
、
「
和
解
」
の
問
題
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
と
並
ぶ
同
書
の
も
う
一
つ
の
基
調
は
、
ケ
ー
プ
と
南
ア
フ

リ
カ
に
対
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
、
政
治
制
度
の
導
入
を
重
視
す
る
ホ
イ
ッ
グ
史
観
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
序
に
お
い
て
、
「
二
つ
の
関

心
1
一
法
と
連
邦
結
成
1
が
彼
〔
デ
・
フ
ィ
リ
ア
ー
ス
〕
の
生
涯
に
影
響
を
与
え
た
」
と
記
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
よ
る
と
、
薦
ア
フ
リ
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カ
に
お
い
て
は
デ
・
フ
ィ
リ
ア
ー
ス
の
み
が
「
法
の
精
神
を
理
解
」
し
た
。
ま
た
、
「
イ
ギ
リ
ス
と
の
繋
が
り
と
南
ア
フ
リ
カ
の
自
由
を
擁
護

し
、
生
涯
を
通
し
て
南
ア
フ
リ
カ
全
体
を
見
つ
め
た
」
と
も
記
し
、
一
八
七
二
年
の
責
任
政
府
授
与
、
八
一
年
の
第
一
次
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

結
、
九
〇
年
代
の
帝
国
連
邦
運
動
に
際
し
て
の
デ
・
フ
ィ
リ
ア
ー
ス
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。
同
書
は
基
本
的
に
伝
記
で
あ
る
が
、
連
邦
結

成
時
の
メ
リ
マ
ン
、
ス
マ
ッ
ツ
と
の
往
復
書
簡
な
ど
引
用
も
多
く
、
史
料
集
の
性
格
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
性
格
ゆ
え
に
読
者
が

多
く
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
書
評
を
掲
載
す
る
こ
と
の
少
な
い
『
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
』
誌
と
し
て
は
珍
し
く
、
内
容
紹
介

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
誌
面
を
割
い
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
～
九
二
七
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
『
国
民
人
名
事
典
晦
に
お
い
て
も
デ
・
フ
ィ
リ
ア
ー
ス
の
項
を
執
筆
し

た
。
こ
こ
で
は
、
「
文
明
化
労
働
」
政
策
な
ど
の
時
代
状
況
を
反
映
し
て
、
「
ケ
ー
プ
の
原
住
民
政
策
の
最
良
の
伝
統
を
尊
重
し
た
」
側
面
に
も

　
　
　
　
　
⑭

言
及
し
て
い
る
。

　
と
は
い
え
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
一
九
三
〇
年
代
初
め
ま
で
、
「
ケ
ー
プ
の
原
住
民
政
策
」
を
主
要
な
関
心
事
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
、

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
に
お
い
て
、
図
書
館
長
（
二
三
－
三
〇
年
）
、
学
寮
長
（
二
八
⊥
三
年
）
、
評
議
員
（
三
一
－
三
二
年
）
、
文
学

部
長
（
三
ニ
ー
三
三
年
）
を
歴
任
し
た
。
二
九
年
に
は
、
同
大
学
の
一
〇
〇
年
史
で
あ
る
『
南
ア
フ
リ
カ
・
カ
レ
ッ
ジ
と
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大

学
嚇
も
著
し
て
い
る
。
同
書
は
こ
の
年
の
大
学
移
転
に
つ
い
て
、
「
ヘ
ル
ー
テ
・
ス
ヒ
ュ
ー
ル
〔
ロ
ー
ズ
の
地
所
〕
に
全
国
規
模
の
、
教
育
専
門

か
つ
学
寮
シ
ス
テ
ム
の
大
学
を
〔
創
る
〕
、
と
い
う
セ
シ
ル
・
ロ
ー
ズ
の
夢
の
…
…
実
現
」
と
記
し
、
世
紀
末
ケ
ー
プ
に
起
源
を
辿
る
姿
勢
を

　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

明
確
に
し
た
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
『
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
』
誌
に
も
、
大
学
創
立
～
○
○
周
年
に
つ
い
て
寄
稿
し
て
い
る
。
他
方
、
当
時
は
狭

義
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
外
の
歴
史
家
も
世
紀
末
ケ
ー
プ
に
関
心
を
抱
い
た
が
、
そ
の
一
人
は
「
南
ア
フ
リ
カ
議
会
の
伝
統
と
慣
習
の
第
一
位
の
設

計
者
」
R
・
P
・
キ
ル
ピ
ン
（
一
八
八
七
…
…
九
五
五
年
）
で
あ
る
。
キ
ル
ピ
ン
は
ケ
ー
プ
植
罠
地
、
次
い
で
南
ア
ブ
り
力
連
邦
の
下
院
官
吏
と

し
て
議
会
資
料
の
編
纂
に
従
事
、
ま
た
噸
ケ
ー
プ
・
ア
ー
ガ
ス
隠
紙
に
植
民
地
議
会
史
に
関
す
る
記
事
を
数
多
く
寄
稿
し
た
。
キ
ル
ピ
ン
の
主

著
で
あ
る
『
植
民
地
議
会
の
ロ
マ
ン
ス
』
（
一
九
三
〇
年
）
は
、
連
邦
議
会
の
起
源
を
世
紀
末
ケ
ー
プ
に
辿
る
と
同
時
に
、
フ
ァ
ン
・
リ
ー
ベ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ク
の
「
政
策
会
議
」
な
ど
オ
ラ
ン
ダ
領
時
代
と
の
連
続
性
に
も
留
意
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
こ
う
し
た
状
況
は
一
九
三
〇
年
代
半
ば
、
大
き
く
変
化
す
る
。
三
三
年
、
首
相
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
率
い
る
N
P
は
、
世
界
恐
慌
以
降

の
不
況
な
ど
を
背
景
と
し
て
ス
マ
ッ
ツ
の
南
ア
フ
リ
カ
党
と
連
立
、
三
四
年
、
両
党
は
合
同
し
た
（
連
合
党
）
。
勢
い
づ
い
た
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
陣
営
は
、
イ
ギ
リ
ス
系
に
対
し
て
、
南
ア
フ
リ
カ
で
は
な
く
イ
ギ
リ
ス
に
の
み
忠
誠
心
を
抱
い
て
い
る
、
と
の
批
判
を
強
め

た
。
例
え
ば
、
連
合
党
に
反
対
し
て
自
治
領
党
を
結
成
し
た
ナ
タ
ー
ル
の
イ
ギ
リ
ス
系
に
対
し
て
は
、
「
第
一
に
ナ
タ
ー
ル
人
、
第
二
に
ブ
リ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
、
第
三
に
南
ア
フ
リ
カ
人
」
と
非
難
し
て
い
る
。
ま
た
、
陣
営
の
攻
撃
の
矛
先
は
イ
ギ
リ
ス
系
の
基
盤
で
あ
る
ケ
ー
プ
と
そ
の
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
選
挙
権
に
も
向
か
う
。
当
地
の
カ
ラ
ー
ド
、
ア
フ
リ
カ
人
は
植
民
地
議
会
が
消
滅
し
て
以
降
も
、
連
邦
議
会
に
対
し
て
選
挙
権

を
保
持
し
て
き
た
（
被
選
挙
権
は
喪
失
し
て
い
る
）
。
と
こ
ろ
が
、
N
P
政
権
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
に
つ
い
て
、
三
〇
年
に
女
性
参
政
権
を
認
め
、

三
一
年
に
財
産
、
教
育
制
限
を
撤
廃
す
る
と
、
ケ
ー
プ
の
有
権
者
に
占
め
る
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
割
合
は
八
・
五
％
に
ま
で
低
下
し
た
。
更
に
、

連
合
党
政
権
は
三
六
年
、
ア
フ
リ
カ
人
が
選
挙
権
を
行
使
す
る
対
象
を
三
人
の
「
白
人
原
住
民
代
表
」
に
制
限
す
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
対
し

て
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
危
機
感
を
強
め
た
。
三
四
－
三
六
年
に
は
、
世
紀
末
の
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
同
盟
の
指
導
者
F
・
S
・
マ
ラ
ン
（
一
八
七
一
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

一
九
四
一
年
）
と
複
数
の
書
簡
を
交
換
し
懸
念
を
深
め
て
い
る
。
三
五
年
、
『
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
』
誌
の
「
レ
テ
ィ
フ
虐
殺
に
関
す
る
ズ
ー
ル
二
人

の
記
述
」
に
お
い
て
、
「
バ
ン
ト
ゥ
ー
の
歴
史
」
の
主
題
は
（
ケ
ー
プ
の
ア
フ
リ
カ
人
で
あ
る
）
コ
ー
サ
人
な
ど
が
相
応
し
い
と
記
し
た
（
第
一
章

参
照
）
の
も
、
こ
の
関
心
と
無
縁
で
は
な
い
。
三
六
年
に
は
、
同
誌
に
「
選
挙
権
に
つ
い
て
」
を
寄
稿
し
、
「
人
間
の
諸
権
利
の
承
認
が
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

わ
が
国
の
行
政
に
お
い
て
ほ
ぼ
消
え
て
し
ま
う
」
と
記
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
妻
ル
ー
シ
ー
も
、
植
民
地
時
代
以
来
の
政
治
家
J
・
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ズ
・
イ
ネ
ス
（
一
八
五
五
1
｝
九
四
二
年
）
と
と
も
に
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
の
シ
テ
ィ
・
ホ
ー
ル
で
大
規
模
な
抗
議
集
会
を
組
織
し
た
。

　
一
九
三
六
年
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
『
ケ
ー
プ
・
ア
ー
ガ
ス
』
紙
に
「
ケ
ー
プ
の
原
住
民
選
挙
権
」
を
連
載
し
た
（
連
載
は
同
年
、
原
住
民
諸
法
案

に
関
す
る
全
国
会
議
継
続
委
員
会
が
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
ま
と
め
た
）
。
連
載
は
、
こ
の
問
題
を
巡
る
世
紀
末
以
降
の
経
緯
を
辿
る
。
と
く
に
デ
・
フ
ィ

リ
ア
ー
ス
、
も
と
植
民
地
首
相
の
弁
護
士
W
・
P
・
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
（
一
八
五
七
－
一
九
一
九
年
、
首
相
一
八
九
八
一
一
九
〇
〇
年
）
な
ど
を
「
自

由
の
擁
護
者
」
と
記
し
、
連
邦
結
成
に
際
し
て
の
二
人
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
（
因
み
に
、
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
の
父
は
ド
イ
ツ
系
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
、
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姉
は
作
家
オ
リ
ー
ヴ
で
あ
る
）
。
も
っ
と
も
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
選
挙
権
の
付
与
に
つ
い
て
、
「
人
種
、
肌
の
色
な
ど
の
…
…
障
壁
の
有
効
性
」
を
否

定
す
る
も
の
の
、
「
文
明
〔
度
〕
を
政
治
的
適
性
の
判
断
基
準
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
」
に
関
し
て
は
肯
定
的
で
あ
る
。
一
八
九
二
年
の
財
産
、

教
育
制
限
の
強
化
を
巡
っ
て
も
、
「
無
教
育
の
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
・
カ
フ
ィ
ー
ル
〔
コ
ー
サ
人
〕
」
が
大
量
流
入
す
る
危
険
を
回
避
し

た
と
記
し
、
強
化
に
動
い
た
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
同
盟
の
指
導
者
J
・
H
・
ホ
フ
メ
イ
ア
（
～
八
四
五
1
一
九
〇
九
年
）
以
下
、
ロ
ー
ズ
、
メ
リ
マ
ン
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ロ
ー
ズ
・
イ
ネ
ス
な
ど
を
称
賛
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
『
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
』
誌
に
も
、
「
ケ
ー
プ
の
原
住
民
選
挙
権
」
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

世
紀
末
以
降
の
経
緯
に
つ
い
て
寄
稿
し
た
。
こ
こ
で
は
上
記
の
人
物
に
加
え
て
、
と
く
に
マ
ラ
ン
な
ど
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。

　
～
九
三
〇
年
代
半
ば
の
状
況
の
変
化
を
反
映
し
た
も
う
一
冊
の
著
書
は
、
伝
記
『
W
・
P
・
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
i
南
ア
フ
リ
カ
人
一
』

（一

緕
O
七
年
）
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
二
七
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
『
国
民
人
名
事
典
』
に
お
い
て
も
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
の
項
を
執
筆
し
た
。
こ

こ
で
は
、
第
二
次
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
時
の
首
相
と
し
て
開
戦
圓
避
と
植
民
地
の
中
立
維
持
に
動
い
た
こ
と
な
ど
、
「
和
解
」
の
側
面
を
重
視
し

　
　
⑳

て
い
る
。
し
か
し
、
三
七
年
差
伝
記
は
次
の
二
点
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
の
強
調
点
は
一
八
九
五
…
九
六
年
、
ロ
ー
ズ
が
ト
ラ
ン

ス
ヴ
ァ
ー
ル
共
和
国
の
転
覆
を
企
て
た
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
侵
入
事
件
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
事
件
が
発
生
す
る
と
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
は
ロ
ー
ズ
の
陰

謀
を
非
難
し
、
以
降
は
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
省
の
内
政
干
渉
を
批
判
し
た
。
九
七
年
、
事
件
に
関
す
る
本
国
庶
民
院
調
査
委
員
会
で
は
、
こ
の
内

政
干
渉
批
判
の
文
脈
に
お
い
て
「
わ
た
し
は
第
｝
に
南
ア
フ
リ
カ
人
で
す
が
、
次
い
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
証
回

し
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
、
同
証
言
の
「
南
ア
フ
リ
カ
人
」
を
伝
記
の
副
題
に
用
い
た
。
こ
の
こ
と
は
一
九
三
〇
年
代
半
ば
の
、
イ
ギ
リ
ス

系
は
南
ア
フ
リ
カ
で
は
な
く
イ
ギ
リ
ス
に
の
み
忠
誠
心
を
抱
い
て
い
る
、
と
い
う
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
陣
営
の
批
判
と
も
対
応

し
て
い
る
。
他
方
、
第
二
の
強
調
点
は
連
邦
結
成
に
際
し
て
の
「
原
住
民
問
題
」
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
こ
の
主
題
に
つ
い
て

以
下
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
…
…
連
邦
結
成
運
動
の
間
、
彼
〔
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
〕
は
、
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
立
法
府
の
統
合
の
代
わ
り
に
緩
や
か
な
連
邦
制
を
主
張
す
る
唯
一
の
、

　
　
　
一
流
の
南
ア
フ
リ
カ
人
で
あ
っ
た
。
彼
が
そ
う
し
た
の
は
第
一
に
、
緩
や
か
な
連
邦
制
の
み
が
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
対
す
る
ケ
ー
プ
の
伝
統
的
に
リ
ベ
ラ

9ユ （エ039）



　
　
　
ル
な
政
策
を
、
二
つ
の
旧
共
和
国
〔
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
と
オ
レ
ン
ジ
〕
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
的
な
人
種
政
策
よ
り
救
い
出
す
と
信
じ
た
ゆ
え
で
あ
る
。
彼

　
　
は
、
ズ
ー
ル
ー
族
の
族
長
デ
ィ
ヌ
ズ
ー
ル
ー
〔
一
九
〇
六
年
の
バ
ン
バ
タ
蜂
起
で
留
置
中
〕
を
弁
護
す
る
た
め
に
全
国
会
議
の
〔
代
表
の
〕
地
位
を
辞
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
〔
中
央
集
権
的
な
〕
南
ア
フ
リ
カ
法
案
と
の
闘
い
を
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
の
門
前
で
展
開
し
た
。
…
…

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
南
ア
フ
リ
カ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
全
て
の
人
種
に
公
正
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

格
規
定
し
、
そ
の
源
流
を
世
紀
末
ケ
ー
プ
に
見
る
姿
勢
を
明
確
に
し
た
。
伝
記
は
、
ロ
ー
ズ
・
イ
ネ
ス
の
好
評
も
博
し
て
い
る
。

　
以
上
、
世
紀
末
ケ
ー
プ
に
関
す
る
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
著
書
は
、
一
九
三
〇
年
代
初
め
ま
で
は
「
和
解
」
と
ホ
イ
ッ
グ
史
観
を
基
調
と
し
た
こ
と
、

し
か
し
、
半
ば
に
は
「
原
住
民
選
挙
権
」
と
、
よ
り
直
接
的
に
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

を
確
認
し
た
。
他
方
、
『
W
・
P
・
シ
ュ
ラ
イ
ナ
i
』
出
版
の
年
で
あ
る
三
七
年
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
姿
は
南
ア
フ
リ
カ
に
見
え
な
い
。
三
六
年
、

『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
イ
ギ
リ
ス
帝
国
二
手
八
巻
　
　
南
ア
フ
リ
カ
、
ロ
ー
デ
シ
ア
、
保
護
領
　
　
』
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
ウ

ォ
一
巡
ー
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
異
動
し
た
。
第
三
章
で
は
三
六
年
以
降
の
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
南
ア
フ
リ
カ
に
関
す
る
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
著

書
を
検
討
す
る
。

①
例
え
ば
、
U
暮
。
牽
、
○
。
δ
巴
鶴
累
匿
。
罵
譲
ヨ
．
．

②
拙
稿
コ
九
世
紀
末
ケ
ー
プ
植
民
地
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

　
『
人
文
知
の
新
た
な
総
合
に
向
け
て
』
（
二
一
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
グ

　
ロ
ー
バ
ル
化
蒔
代
の
多
元
的
人
文
学
の
拠
点
形
成
」
）
第
二
回
報
告
書
1
〔
歴
史

　
篇
〕
（
二
〇
〇
四
年
）
。

③
魯
ピ
．
9
。
O
琵
。
冨
p
§
馬
ε
鴨
津
・
N
帖
§
§
鼓
O
臥
。
【
負
ら
①
刈
ソ

④
円
．
カ
．
国
』
塁
Φ
巷
。
昼
§
偽
魯
鵡
§
箋
切
§
鉢
§
馬
睾
§
望
駄
亀
9
ミ
隷
き
幌
－

　
ら
§
憲
N
ミ
ミ
N
建
、
§
N
c
。
c
Q
や
N
℃
N
N
（
O
臥
。
巳
山
霧
9
【

⑤
拙
稿
「
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
結
成
と
『
和
解
軸
の
創
出
」
、
二
｝
頁
。

⑥
U
》
司
蹄
ぴ
邑
σ
Q
ρ
鉢
勢
き
壁
駄
き
§
奪
§
（
い
。
滋
9
レ
曾
。
。
∀
‘

⑦
H
餅
§
§
爵
き
§
題
ミ
き
ミ
詠
ミ
ミ
（
ピ
O
目
白
O
コ
曽
一
Φ
邸
卜
∂
）
・
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ

　
に
つ
い
て
は
、
℃
■
ζ
白
瓜
口
σ
q
8
P
．
℃
ρ
α
q
魯
9
蔓
鋤
巳
℃
ユ
日
続
く
一
ω
讐
U
o
8
浄
霧

　
閃
帥
騨
訂
凱
α
q
①
p
滋
跨
Φ
．
．
》
①
ω
気
象
8
0
｛
φ
三
自
．
、
、
》
＆
袋
ミ
ミ
駄
き
ミ
隷
ミ
ミ
・

　
ら
§
勲
§
測
塁
睡
凶
（
一
〇
霧
）
．

⑧
一
‘
≦
既
冨
び
象
§
b
患
も
唱
≒
－
N
ド

⑨
旨
即
U
婁
δ
。
。
㌃
い
皿
げ
げ
溝
p
儒
∬
頃
魯
曾
弊
O
費
巴
＜
o
ω
、
曽
ヨ
≦
．
ト
∪
①
濁
。
舞

　
p
巳
U
．
≦
9
円
毎
α
Q
Φ
H
（
践
ω
シ
b
ミ
馬
§
ミ
冒
駄
き
ミ
》
奪
§
§
製
§
書
嬢
9
時

　
（
軍
Φ
8
ユ
P
移
り
趨
y

⑩
切
。
g
冨
朗
．
≦
鋤
搾
Φ
斜
騨
搾
＞
a
霧
。
p
、
も
【
c
。
①
ρ

⑪
旨
×
「
竃
Φ
巳
暴
。
8
国
■
諺
．
≦
鋤
一
ぎ
び
鳴
甘
p
ρ
6
卜
。
ρ
国
膏
》
巳
霧
8

　
乏
勘
冨
H
勺
巷
①
H
切
．

⑫
国
．
｝
≦
巴
ぎ
3
き
ミ
津
§
N
帖
霧
亀
ミ
§
類
ミ
塁
曾
ミ
瀞
鉢
ミ
鳶
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N
O
。
串
N
り
賦
（
ピ
。
巳
o
P
一
〇
舘
）
■
引
用
箇
所
は
、
奪
ミ
も
．
＜
．

⑬
．
ω
。
三
7
≧
腎
円
．
．
ピ
。
a
U
Φ
≦
語
臼
。
・
帥
乱
国
。
。
6
ぎ
Φ
ω
、
．
、
“
寄
§
栽
§
寒

　
一
甲
α
Q
◎
（
一
り
ト
っ
9
．

⑭
国
》
．
≦
四
節
辞
、
U
①
≦
臼
Φ
β
冒
ぎ
頃
Φ
p
蔓
、
”
ぎ
螢
≦
「
Ω
U
四
証
し
。
雪
匹

　
旨
涛
出
．
≦
Φ
印
〈
興
（
＆
ε
曽
§
恥
b
ミ
焼
§
匙
遷
駄
さ
翫
§
ミ
b
d
軌
馨
，
§
言

　
N
爵
や
N
題
N
（
○
×
｛
o
斧
巳
卜
⊃
ご
．

⑮
同
恥
‘
§
免
砺
§
暮
奪
詩
§
9
N
蔓
§
蹴
§
§
§
溝
鼠
駄
G
§
鴨
§
§
、

　
釦
ミ
驚
§
誉
、
』
ぽ
野
四
竃
盗
電
O
§
牒
§
恥
q
g
N
魯
ミ
織
§
恥
黛
紹
や
鳳
国
命
（
O
巷
ω

　
円
。
≦
戸
一
㊤
卜
⊃
り
y
引
用
箇
所
は
、
寧
ミ
も
．
P

⑯
（
H
野
）
、
ω
8
昏
〉
隷
。
節
H
H
…
審
①
d
駄
く
Φ
邑
受
ω
ぎ
毘
8
、
甲
沁
§
ミ
§
寒

　
一
〇
為
①
（
巳
8
Y

⑰
即
コ
田
菅
p
§
鴨
肉
§
§
亀
駄
目
9
、
§
ミ
聖
ミ
§
N
§
㍗
b
u
§
頃
黛
さ
、
ミ
ー

　
§
恥
盆
暮
恥
き
、
§
ミ
§
鳳
§
氏
9
§
職
瑳
ミ
§
ξ
馬
鐸
9
鼠
§
恥
》
o
ミ
ミ
馬

　
凄
§
ミ
襲
島
島
免
9
N
o
建
3
§
醤
§
濤
ミ
S
§
瀞
§
N
題
な
§
S
ご
、
回
曼

　
き
ミ
》
寺
§
§
お
N
9
§
d
§
§
翻
鵠
奪
蹴
織
田
貫
生
9
§
ぎ
越
§
。
ミ

　
冠
歌
鳴
ミ
竈
ミ
§
賊
亀
G
ミ
愚
ミ
鳴
ト
ミ
ミ
さ
ミ
寒
砧
、
6
ミ
N
験
ミ
遣
ミ
（
い
。
甲

第
三
章
　
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
変
容
と
ウ
ォ
ー
カ
ー

　
住
o
P
一
〇
〇
。
O
）
．
キ
ル
ピ
ン
に
つ
い
て
は
、
旨
O
O
鼠
疑
。
戸
．
工
臨
営
P
”
巴
喜
℃
臨
牢

　
ぎ
σ
Q
8
旨
、
冒
ぎ
ρ
回
切
趣
窪
。
・
（
＆
■
）
り
b
賊
ミ
§
ミ
望
駄
恥
§
暮
書
賃
§
b
σ
凡
§
§
電

　
§
ミ
（
℃
お
8
H
昼
6
0
。
一
y

⑱
回
ψ
《
既
睾
8
国
．
〉
．
≦
巴
冨
H
L
8
堅
6
。
。
ρ
㌍
圃
。
ぎ
恥
興
ω
8
≦
巴
冨
H

　
評
山
国
。
。
．

⑲
国
．
》
■
≦
巴
『
p
．
O
｛
軍
鴛
9
｝
ω
①
ω
、
堕
§
鳴
O
ミ
詩
琴
笛
。
。
①
）
．

⑳
｝
．
≦
巴
犀
p
象
註
b
愚
も
．
①
α
．

⑳
国
．
〉
■
老
巴
ざ
炉
§
鴨
O
愚
免
ミ
ぎ
馬
箏
§
き
§
、
》
吻
ミ
題
亀
ミ
§
N
禽
ぎ
》
・

　
N
惹
ミ
ミ
．
．
§
鴨
O
§
鴨
国
、
鷺
防
、
、
国
尊
§
§
錦
繍
q
（
O
巷
Φ
日
。
≦
戸
一
〇
ω
9
．
引
用

　
箇
所
は
、
竈
ミ
も
や
甲
か
①
．

⑫
（
回
住
し
2
壁
く
①
℃
島
。
三
づ
ω
o
葺
げ
〉
的
＄
、
▼
肉
§
ミ
§
ミ
ト
。
①
山
O
ω
（
6
G
。
①
）
■

⑱
H
8
、
ω
。
ξ
Φ
ぎ
Φ
お
≦
羨
§
℃
鉱
一
首
．
堕
ぎ
∪
磐
誌
知
巳
芝
Φ
ミ
Φ
さ
窟
ら
§
ミ
葦

⑳
H
鳥
‘
ヨ
、
勲
専
§
§
郎
き
ミ
》
き
ミ
§
ス
い
。
乙
。
p
回
り
G
。
刈
Y
ω
ゲ
。
屠
⇒
a

　
＜
9
ω
δ
⇒
（
H
o
訂
p
器
ω
げ
霞
σ
Q
甲
一
〇
①
O
y
引
用
箇
所
は
、
き
ミ
も
唱
．
謬
り
ω
．

⑳
旨
国
。
串
H
冒
①
ω
8
国
■
》
．
≦
節
一
冨
「
b
甘
ぎ
H
り
ω
メ
卑
8
諺
p
傷
Φ
「
ω
8
≦
p
軒

　
興
℃
巷
曾
ω
9

　
第
三
章
で
は
一
九
三
六
年
以
降
の
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
南
ア
フ
リ
カ
に
関
す
る
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
著
書
を
検
討
す
る
。
先
述
の
と
お
り
、
イ
ギ

リ
ス
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
、
帝
国
主
義
と
人
種
差
別
の
南
ア
フ
リ
カ
を
い
か
に
語
る
か
は
つ
ね
に
焦
点
と
な
っ
て

き
た
。
し
か
し
、
先
行
研
究
は
第
二
次
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
の
経
済
原
因
論
で
著
名
な
ホ
ブ
ソ
ン
な
ど
の
問
題
に
偏
し
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
リ
ー
ド

し
た
二
〇
世
紀
半
ば
の
動
き
を
軽
視
し
て
い
る
。
こ
の
動
き
を
知
る
こ
と
な
く
し
て
、
南
ア
フ
リ
カ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
も
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
ま
い
。
こ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
以
下
で
は
ま
ず
、
恩
間
期
の
南
ア
フ
リ
カ
に
関
す
る
語
り
の
集
大
成
と
な
っ
た
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
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イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
第
八
巻
一
1
南
ア
フ
リ
カ
、
ロ
ー
デ
シ
ア
、
保
護
領
　
　
』
よ
り
は
じ
め
た
い
。

　
一
九
三
六
年
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
異
動
、
帝
国
・
海
軍
史
担
当
教
授
に
就
任
し
た
（
就
任
講
義
は
「
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
の

　
①

研
究
」
）
。
異
動
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
』
の
南
ア
フ
リ
カ
巻
に
関
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
書
の
編

者
は
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
A
・
P
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
E
・
A
・
ベ
ニ
ア
ン
ズ
の
二
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
ア
ド

ヴ
ァ
イ
ザ
ー
の
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
務
め
て
い
る
。
同
書
は
三
二
章
よ
り
な
り
、
執
筆
者
は
マ
ク
ミ
ラ
ン
、
デ
・
キ
ー
ウ
ィ
ー
ト
な
ど
計
二
五
名
、

内
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
三
章
を
担
当
し
た
。
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
共
和
国
、
オ
レ
ン
ジ
自
由
国
の
建
国
が
主
題
の
第
へ
四
章
「
薪
国
家
の
形
成
、
一

八
三
五
－
一
八
五
四
年
」
は
『
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ
ッ
ク
』
な
ど
、
第
二
次
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
が
主
題
の
第
二
二
章
「
覇
権
争
い
、
一
八
九
六
i

一
九
〇
二
年
」
は
『
W
・
P
・
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
』
な
ど
を
も
と
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
八
章
「
南
ア
フ
リ
カ
と
帝
国
」
は
ケ
ー
プ
植
民
地

の
代
表
政
府
授
与
、
責
任
政
府
授
与
に
続
い
て
、
南
ア
フ
リ
カ
と
一
九
世
紀
末
の
帝
国
連
邦
運
動
、
二
〇
世
紀
前
半
期
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
の
関
係
を
扱
う
。
他
方
、
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
結
成
が
主
題
の
第
二
三
章
「
連
邦
の
形
成
、
～
九
〇
一
－
一
九
一
ケ
年
」
は
、

こ
の
問
題
に
関
与
し
た
経
験
を
有
す
る
ミ
ル
ナ
ー
・
キ
ン
ダ
ー
ガ
ル
テ
ン
（
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ラ
ー
）
の
一
人
H
・
A
・
ウ
イ
ン
ダ
ム
（
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

七
七
－
一
九
六
一
二
年
）
が
担
当
し
た
。

　
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
異
動
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
活
動
媒
体
も
大
き
く
変
化
す
る
。
『
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
』
誌
の
南

ア
フ
リ
カ
問
題
担
当
は
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
時
代
の
同
僚
」
・
S
・
マ
レ
ー
（
一
八
九
八
－
一
九
六
九
年
）
に
交
代
し
た
。
マ
レ
ー
は
一
九
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

八
年
、
同
誌
に
ケ
ー
プ
の
カ
ラ
ー
ド
に
つ
い
て
寄
稿
し
て
い
る
。
他
方
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
同
じ
三
八
年
、
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
ヒ
ス
ト
リ
カ

ル
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
誌
（
五
八
年
目
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
に
改
称
）
の
編
集
委
員
と
な
っ
た
（
六
〇
年
ま
で
）
。
こ
の
人
事
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

同
じ
く
編
集
委
員
の
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
の
知
己
を
得
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
四
〇
年
、
同
誌
に
論
文
「
ジ
ェ
イ
ム

ソ
ン
侵
入
事
件
」
を
寄
稿
し
た
。
論
文
に
よ
る
と
、
南
ア
フ
リ
カ
で
は
一
八
九
五
一
九
六
年
の
同
事
件
に
よ
っ
て
「
政
治
的
状
況
が
著
し
く
悪

化
し
た
」
。
友
好
的
な
オ
レ
ン
ジ
自
由
国
は
離
反
し
、
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
共
和
国
は
「
ア
フ
リ
カ
ン
ダ
と
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
と
の
人
種
対
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ζイギリス帝国一その構造と精神一＄の構成表4『植民地］の構成表5

第1章 世界的背景の中の植民地帝国 第1章 第ユイギリス帝国

第2章 植民地大国の諸政策 第2章 法、秩序、安全、1783－1833年

第3章 植民地の諸事情 第3章 責任政府、1833－1874年

第4章 憲法、開発、福利 第4章 従属帝国、1833－1874年

第5章 植民地の未来 第5章 対抗する海外帝国、ユ874－19ユ4年

第6章 熱帯の従属植罠地とインド、1874－19ユ4年

第7牽 統合と自治領の地位、1874－1914年

第8章 ブリティッシュ・コモンウェルス、1914－1939年

第9章 窄直民地、　イ呆護領、　委任統量台領、　1914－1942歪詳

第10章 オタワと植民地の福利、19ユ5－194ユ年

第ll章 防衛と外交政策、1919－1939年

第12章 戦時下の帝国、1939－1941年

立
」
の
復
活
に
動
い
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
事
件
は
＝
八
九
九
年
の
南
ア
フ
リ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

戦
争
の
端
緒
と
な
り
、
そ
の
物
語
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
」
と
記
す
。
ウ
ォ
ー

カ
ー
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
ミ
ル
ナ
i
卿
と
南
ア
フ
リ
カ
』
（
｝
九
四
三
年
）
に
お
い

て
も
一
九
－
二
〇
世
紀
転
換
期
、
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
勢
い
づ
い

　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
原
因
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
「
何
が
間
違
っ
た
の
か
」
の
解
明
は
一
九
五
、

六
〇
年
代
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
時
代
の
弟
子
J
・
フ
ァ
ン
・
デ

ア
・
プ
ー
ル
（
一
九
〇
四
－
八
六
年
）
の
『
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
侵
入
事
件
』
（
一
九
五
一

年
）
、
ト
ン
プ
ソ
ン
の
『
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
の
結
成
、
一
九
〇
二
…
一
九
一
〇
年
』

（一

纔
Z
〇
年
）
、
マ
レ
ー
の
『
ク
ル
ー
ガ
ー
の
共
和
国
の
崩
壊
瞼
（
｝
九
六
～
年
）
な

　
　
　
　
　
　
⑦

ど
の
主
題
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
一
九
三
九
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
と
、
ウ
ォ
ン
カ
ー
は
学
外
で
の
啓

蒙
活
動
に
多
忙
を
極
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
、
南
ア
フ
リ
カ
で
は
参
戦
の
可
否

を
巡
っ
て
閣
内
が
不
一
致
と
な
り
、
首
相
が
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
よ
り
ス
マ
ッ
ツ
に
交
代

し
た
。
ス
マ
ッ
ツ
は
チ
ャ
ー
チ
ル
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
と
し
て
、
帝
国
の
戦
争
指
導

に
も
積
極
的
に
関
与
す
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
四
〇
年
代
初
め
、
啓
蒙
活
動
の
～
環
と

し
て
、
『
ミ
ル
ナ
ー
卿
と
南
ア
フ
リ
カ
』
の
ほ
か
に
も
二
冊
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
著

し
た
。
こ
の
内
、
『
南
ア
フ
リ
カ
』
（
一
九
四
〇
年
）
は
人
種
問
題
、
『
イ
ギ
リ
ス
と
南

ア
フ
リ
カ
』
（
一
九
四
｝
年
）
は
通
史
に
主
眼
を
お
く
が
、
両
者
と
も
ス
マ
ッ
ツ
の
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

争
指
導
関
与
を
重
視
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
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婁南部アフリカの歴史』の構成

自治領の権限と地位、1910－24年

註三権羽虫立、　1924－39年

文明、1939－48年

共産主義、人種、法廷、1948一・55年

　表6

第14章

鋤5章

第16章

第17章

※1一ユ3章は『南アフリカの歴史』に同じ

　　　　　　　　　　　　　（表3参照）

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
四
四
年
、

ギ
リ
ス
帝
国
を
模
索
し
た
（
同
書
の
構
成
に
つ
い
て
は
表
五
参
照
）
。
同
年
、

に
戻
り
戦
史
を
編
纂
す
る
よ
う
依
頼
を
受
け
、
承
諾
す
る
。
し
か
し
、
急
病
に
よ
り
編
纂
は
実
現
せ
ず
、
公
的
生
活
も
二
年
余
り
中
断
し
た
。

同
時
に
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
が
ウ
ォ
重
点
ー
に
与
え
た
最
大
の
変
化
の
一
つ
で
あ
る
パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
探
究
も
未
完
の
ま
ま
終
わ
っ
て

　
⑪

い
る
。
他
方
、
こ
の
時
代
と
本
格
的
に
向
き
合
う
こ
と
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
W
・
K
・
バ
ン
コ
ッ
ク
（
一
八
九
八
一
一
九
八
八
年
）
な
ど
他

の
帝
国
史
家
の
課
題
と
な
っ
た
。
バ
ン
コ
ッ
ク
は
ス
マ
ッ
ツ
の
伝
記
を
著
し
、
ま
た
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
プ
ー
ル
と
と
も
に
ス
マ
ッ
ツ
文
書
を
編

　
　
　
　
⑬

纂
し
て
い
る
。

　
一
九
四
七
年
、
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
六
世
一
家
は
ス
マ
ッ
ツ
の
招
待
に
よ
り
南
ア
フ
リ
カ
を
訪
問
し
た
。
一
家
が
帰
国
す
る
と
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
歓
迎
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
を
開
催
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
も
生
涯
で
唯
｝
度
国
王
夫
妻
に
拝
謁
し
て
い
る
。
し
か
し
四
八
年
、
ス
マ
ッ
ツ
率
い
る
連
合
党

　
　
更
に
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
大
戦
中
、
大
学
で
の
地
位
を
反
映
し
て
海
軍
史
、
帝
国
史
に
拡
大
す

　
　
る
。
闘
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
第
二
巻
－
新
帝
国
の
成
長
、
一
七
八
三
i
一
八
七
〇
年
l
l
』

　
　
（
一
九
四
〇
年
）
で
は
、
第
一
五
章
「
東
方
へ
の
ル
ー
ト
、
一
八
一
五
－
一
八
七
〇
年
」
を
担
当
し
、
～
九
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
紀
の
シ
ー
レ
ー
ン
の
変
遷
を
辿
っ
た
。
一
九
四
二
年
に
は
、
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ラ
ー
と
深
い
関
わ
り
を
有
す

　
　
る
王
立
国
際
問
題
研
究
所
の
助
成
を
受
け
、
『
イ
ギ
リ
ス
帝
圏
一
そ
の
構
造
と
精
神
　
　
』
を
著
し
て
い
る
。

　
同
書
は
、
自
由
、
寛
容
な
ど
「
帝
国
の
精
神
に
対
す
る
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
の
諸
国
民
の
貢
献
」
を
主
題
と

　
　
し
、
白
人
定
住
植
民
地
の
自
治
拡
大
、
帝
国
連
邦
運
動
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
経
緯
を
辿

　
　
る
（
同
書
の
構
成
に
つ
い
て
は
表
四
参
照
）
。
と
く
に
、
ア
メ
リ
カ
の
「
形
成
と
維
持
に
寄
与
し
て
き
た
の
は
〔
グ

　
　
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
の
諸
国
民
と
〕
同
じ
人
種
の
人
々
で
あ
る
」
点
を
強
調
し
、
合
衆
国
が
「
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
手
を
組
ん
で
英
語
諸
国
民
の
共
有
物
全
て
を
防
衛
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
日
米
開
戦
の
日
で
筆
を
欄
い
て
い
る
。

『
植
民
地
』
に
お
い
て
も
英
米
仏
ソ
な
ど
の
植
民
地
支
配
を
比
較
し
つ
つ
、
パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
時
代
の
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
大
学
O
B
で
も
あ
る
ス
マ
ッ
ツ
よ
り
、
南
ア
フ
リ
カ
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は
総
選
挙
で
敗
北
、
政
権
は
四
〇
年
に
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
と
D
・
F
・
マ
ラ
ン
（
一
八
七
四
1
一
九
五
九
年
、
首
相
｝
九
四
八
一
五
四
年
）
が
再
結
成

し
た
N
P
に
交
代
し
た
（
ス
マ
ッ
ツ
は
以
降
没
年
の
五
〇
年
ま
で
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
名
誉
学
長
を
務
め
た
）
。
イ
ギ
リ
ス
と
南
ア
フ
リ
カ
と
の
友

好
関
係
は
終
焉
に
向
か
い
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
時
代
が
は
じ
ま
る
。
N
P
政
権
は
人
種
混
交
禁
止
法
、
住
民
登
録
法
、
集
団
地
域
法
な
ど
の

諸
法
を
制
定
す
る
一
方
、
五
一
年
に
は
三
六
年
の
ア
フ
リ
カ
人
に
続
い
て
、
カ
ラ
ー
ド
が
選
挙
権
を
行
使
す
る
対
象
を
「
白
人
カ
ラ
ー
ド
代

表
」
に
制
限
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
選
挙
権
制
限
は
五
二
年
、
連
合
党
が
影
響
力
を
保
っ
て
い
た
最
高
裁
判
所
の
反
対
に
遭
う
が
、
五
六
年
に

は
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
五
　
年
に
大
学
を
退
官
し
て
以
降
積
極
的
に
発
言
し
た
。
五
三

年
に
は
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
大
学
で
、
「
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
政
策
」
と
題
し
て
講
演
し
て
い
る
。
講
演
は
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

の
伝
統
」
の
再
論
に
続
い
て
、
三
六
年
の
ア
フ
リ
カ
人
選
挙
権
制
限
の
経
緯
を
振
り
返
る
。
ま
た
、
「
全
て
の
南
ア
フ
リ
カ
白
人
が
カ
ラ
ー
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

バ
ー
の
支
持
者
で
は
な
い
」
と
記
し
、
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
、
ホ
フ
メ
イ
ア
な
ど
「
よ
き
リ
ベ
ラ
ル
」
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は

同
年
、
馴
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
誌
に
も
論
文
「
南
部
ア
フ
リ
カ
の
選
挙
権
」
を
寄
稿
し
、
「
ケ
ー
プ
の
原
住
民
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

挙
権
」
に
ロ
ー
デ
シ
ア
な
ど
の
内
容
を
加
筆
し
た
。

　
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
執
筆
活
動
は
な
お
も
続
く
。
一
九
五
七
年
に
は
、
『
南
ア
フ
リ
カ
の
歴
史
』
の
改
訂
版
で
あ
る
『
南
部
ア
フ
リ
カ
の
歴
史
』

を
著
し
た
。
同
書
で
は
、
連
邦
結
成
以
降
第
一
次
ス
マ
ッ
ツ
政
権
ま
で
の
第
一
四
章
を
改
題
し
、
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
、
ス
マ
ッ
ツ
（
第
二
次
）
、
マ

ラ
ン
以
降
の
一
五
、
一
六
、
～
七
章
を
加
筆
す
る
（
同
書
の
構
成
に
つ
い
て
は
表
六
参
照
）
。
と
く
に
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
の
章
で
は
、
二
四
－
三
〇
年

を
「
よ
き
時
代
」
、
連
合
党
結
成
ま
で
の
三
〇
1
三
四
年
を
「
悪
し
き
時
代
」
、
選
挙
権
制
限
の
三
五
一
三
九
年
を
「
危
険
な
時
代
」
と
記
し
た
。

ま
た
マ
ラ
ン
以
降
の
章
で
は
、
最
高
裁
判
所
の
選
挙
権
制
限
反
対
を
強
調
す
る
一
方
、
当
時
勢
い
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
A
N
C
な
ど
の
抵
抗
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記
述
し
て
い
な
い
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
五
九
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
『
国
民
人
名
事
典
瞼
に
お
い
て
も
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
の
項
を

　
　
　
　
　
⑱

執
筆
し
て
い
る
。
更
に
六
三
年
に
は
、
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
』
の
南
ア
フ
リ
カ
巻
を
改
訂
し
た
。
同
書
で
は
、
第
二
一
章

「
協
力
の
問
題
、
一
八
八
六
－
一
八
九
五
年
」
の
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
侵
入
事
件
の
節
を
修
正
し
、
ま
た
第
三
二
章
「
文
化
の
発
展
」
の
新
聞
、
大
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学
の
項
を
加
筆
し
て
い
る
。
新
聞
と
大
学
は
当
時
、
政
権
を
有
し
な
か
っ
た
リ
ベ
ラ
ル
派
に
と
っ
て
反
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
重
要
な
橋
頭
量
で

　
　
⑲

あ
っ
た
。

　
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
一
九
六
八
年
、
娘
ジ
ー
ン
の
い
る
ナ
タ
ー
ル
の
ダ
ー
バ
ン
に
移
り
住
み
、
七
六
年
二
月
二
三
日
、
当
地
で
死
去
し
た
。
ウ

ォ
ー
カ
ー
に
対
す
る
批
判
は
六
〇
年
代
よ
り
は
じ
ま
る
。
ア
フ
リ
カ
！
ナ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
歴
史
家
は
、
『
南
部
ア
フ
リ
カ
の
歴
史
』
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

公
平
性
と
客
観
性
に
欠
く
と
評
し
た
。
ま
た
、
ト
ン
プ
ソ
ン
な
ど
他
の
リ
ベ
ラ
ル
派
の
歴
史
家
も
、
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

南
ア
フ
リ
カ
巻
の
改
訂
を
契
…
機
と
し
て
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
西
洋
中
心
主
義
を
批
判
、
ブ
イ
ー
ル
ド
を
ア
フ
リ
カ
人
社
会
に
移
し
て
い
る
。
と
は
い

え
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
対
す
る
批
判
が
本
格
化
す
る
の
は
七
〇
年
代
初
め
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
（
南
ア
フ
リ
カ
で
は
、
従
属
理
論
な
ど
の
影
響
を
受
け
た

グ
ル
ー
プ
の
意
）
が
登
場
し
て
以
降
で
あ
る
。
M
・
レ
ガ
シ
ッ
ク
は
、
入
植
初
期
に
つ
い
て
ボ
ー
ア
人
と
奴
隷
、
先
住
民
と
の
平
和
な
関
係
を

強
調
す
る
一
方
、
一
九
－
二
〇
世
紀
転
換
期
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
と
資
本
主
義
に
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
起
源
を
辿
り
、
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

伝
統
」
を
明
確
に
否
定
し
た
。
ま
た
、
ケ
ー
プ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
神
話
に
つ
い
て
も
一
九
六
〇
年
代
に
は
再
生
し
た
も
の
の
、
八
○
年
代
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
に
は
S
・
ト
ラ
ピ
ド
が
「
文
明
化
の
使
命
」
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
他
方
、
南
ア
フ
リ
カ
の
イ
ギ
リ
ス
系
は
六
学
年
代
以
降
も
排

他
性
を
深
め
て
い
く
。
と
く
に
、
六
〇
年
の
シ
ャ
ー
プ
ヴ
ィ
ル
虐
殺
、
六
一
年
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
脱
退
以
降
は
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
と
訣
別
、
多

文
化
的
な
含
み
の
あ
る
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
で
は
な
く
、
国
p
α
q
一
δ
7
ω
℃
①
跳
賦
σ
q
ω
。
露
財
》
賦
。
睾
（
英
語
を
話
す
南
ア
フ
リ
カ
人
）
と
自
称
す
る
よ

　
　
　
⑮

う
に
な
る
。
確
か
に
、
こ
う
し
た
状
況
は
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
終
焉
と
と
も
に
一
変
し
、
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
の
コ
ン
サ
バ
テ
ィ
ズ
ム
と
レ
イ
シ
ズ

ム
の
糾
弾
は
現
実
の
意
味
を
喪
失
し
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
系
の
リ
ベ
ラ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
今
日
も
な
お
、
A
N
C
支
配
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
反
発
に
形
を
変
え
て
存
続
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
ア
フ
リ
カ
の
状
況
と
は
対
照
的
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
近
年
、
往
時
の
反
ア
パ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ヘ
イ
ト
の
心
性
が
親
A
N
C
に
変
貌
し
た
。
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
関
わ
り
は
、
決
し
て
過
去
の
問

題
で
は
な
い
。

　
以
上
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
関
心
は
一
九
三
六
年
の
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
』
南
ア
フ
リ
カ
巻
以
降
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
侵
入
事
件
、
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パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
問
題
な
ど
に
拡
大
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
対
す

る
批
判
は
六
〇
年
代
よ
り
は
じ
ま
り
、
七
〇
年
代
初
め
以
降
本
格
化
す
る
が
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
自
体
は
決
し
て
過
去
の
問

題
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

歴史家E・A・ウォーカーと南アフリカのブリティッシュ・リベラリズム（堀内）
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
南
ア
フ
リ
カ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
確
立
に
寄
与
し
た
歴
史
家
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
著
書
を
検
討
し
て
き
た
。
お

わ
り
に
、
こ
の
歴
史
家
の
相
対
的
位
置
を
探
り
た
い
。
ウ
ォ
二
黒
ー
は
他
の
リ
ベ
ラ
ル
派
の
歴
史
家
と
比
較
し
て
、
親
ボ
ー
ア
的
な
い
し
「
和

解
」
の
側
面
を
数
多
く
残
し
て
い
た
。
晩
年
に
な
っ
て
も
、
『
グ
レ
ー
ト
・
ト
レ
ッ
ク
』
を
自
分
の
最
良
か
つ
も
っ
と
も
面
白
い
本
と
評
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ま
た
教
育
者
、
社
会
学
者
の
E
・
G
・
マ
レ
ル
ブ
（
｝
八
九
五
…
一
九
八
三
年
）
な
ど
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
の
知
識
人
と
も
交
流
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
伝
統
」
、
「
ム
フ
ェ
カ
ネ
」
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
侵
入
事
件
な
ど
に
つ
い
て
は
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
対
峙
し
、

他
を
リ
ー
ド
し
た
。
更
に
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
、
ケ
ー
プ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
神
話
と
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
存
し
た
。
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
の
C
・
ウ
エ
ッ
ブ
は
追
悼
文
に
お
い
て
、
「
人
種
関
係
の
歴
史
家
」
マ
ク
ミ
ラ
ン
な
ど
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

異
な
り
、
「
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
み
が
南
ア
フ
リ
カ
の
歴
史
家
と
な
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
番
い
方
に
倣
え
ば
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
み
が
南
ア

フ
リ
カ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
体
現
す
る
歴
史
家
と
な
っ
た
、
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
、
ケ
ン
ブ
リ

ッ
ジ
が
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
与
え
た
変
化
の
多
く
は
、
一
九
四
四
…
四
六
年
の
闘
病
生
活
に
よ
り
中
断
の
憂
き
目
に
遭
っ
て
い
る
。
パ
ク
ス
・
ア
メ

リ
カ
ー
ナ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
を
巡
っ
て
も
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
十
分
に
展
開
し
な
い
ま
ま
終
わ
っ
た
。
と
は
い
え
、
ウ
ォ
ー
カ
！
が
南
ア



歴史家E・A・ウォーカーと南アフリカのブリティッシュ・リベラリズム（堀内）

フ
リ
カ
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
帝
国
の
問
題
が
存
在
し
、
反
対
に
帝
国
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
南
ア
フ
リ

カ
の
問
題
が
存
在
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
し
か
し
、
真
に
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
相
対
的
位
置
を
探
り
、
（
集
合
的
）
記
憶
に
光
を
当
て
る
に
は
影
響
関
係
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
。
南
ア
フ

リ
カ
で
は
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
終
焉
ま
で
、
シ
ー
ル
が
中
等
以
下
の
歴
史
教
育
の
基
礎
と
な
っ
た
。
他
方
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
一
九
～
九
年
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
大
学
教
育
に
お
け
る
歴
史
の
位
置
」
と
題
し
て
講
演
す
る
な
ど
高
等
歴
史
教
育
の
重
要
性
を
認
識
し
て
お
り
、
『
南
ア
フ
リ
カ
の
歴
史
瞼
は

多
く
の
大
学
で
教
科
書
と
な
っ
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
、
講
演
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
『
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
』
誌
の
寄
稿
な
ど
学
外
で
の

啓
蒙
活
動
に
も
積
極
的
で
あ
り
、
い
く
つ
も
の
著
書
が
版
を
重
ね
た
。
ま
た
、
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
』
南
ア
フ
リ
カ
巻
の
改

訂
で
は
新
聞
の
項
を
加
筆
す
る
な
ど
メ
デ
ィ
ア
の
重
要
性
も
認
識
し
て
お
り
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
時
代
に
は
多
く
の
卒
業
生
を
『
ケ
ー
プ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

タ
イ
ム
ズ
』
紙
な
ど
に
推
薦
し
送
り
出
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
東
ケ
ー
プ
、
ナ
タ
ー
ル
、
ロ
ー
デ
シ
ア
の
イ
ギ
リ
ス
系
農
場
主
は
、
ア
フ
リ

カ
ー
ナ
に
対
し
て
も
ア
フ
リ
カ
人
に
対
し
て
も
排
他
的
な
コ
ン
サ
バ
テ
イ
ズ
ム
を
信
奉
し
つ
づ
け
た
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
ウ
ォ
ー
玉
藍
は

南
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
、
著
書
の
ほ
か
大
学
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
通
し
て
、
エ
リ
ー
ト
層
を
中
心
に
＝
疋
の
影
響
力
を
保
持
し
た
。
こ
の
点
は

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
同
様
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
本
稿
は
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
、
課
題
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。
先
述
の
と
お
り
、
ウ
ォ
ー
一
一
は
系
譜
的

に
、
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
、
ト
イ
ン
ビ
ー
、
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ラ
ー
な
ど
と
同
様
に
コ
ン
サ
バ
テ
ィ
ヴ
寄
り
の
リ
ベ
ラ
ル
に
属
し
た
。
ま
た
、

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ワ
ー
ル
ド
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
帝
国
主
義
と
人
種
差
別
の
南
ア
フ
リ
カ
に
関
す
る
語
り
の

中
心
に
位
置
し
た
。
こ
の
語
り
は
二
〇
世
紀
半
ば
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
時
代
が
は
じ
ま
る
と
と
も
に
、
帝
国
を
超
え
て
国
際
的
な
拡
が
り
を

有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
國
際
的
な
拡
が
り
を
巡
っ
て
は
、
例
え
ば
ア
レ
ン
ト
の
『
全
体
主
義
の
起
源
』
に
対
す
る
「
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
の
伝
統
」
の
影
響
な
ど
を
ふ
ま
え
て
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
関
わ
り
を
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
と
は
い
え
、

以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

10ユ （1049）
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【
付
記
】
　
本
稿
は
、
平
成
二
〇
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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第91巻第6号におきまして，

うえ再度掲載いたします。

第三論文・第四論文の英文要旨に印刷のずれがありましたので，訂正：の

The　Historian　Eric　Anderson　Wall〈er　and　British

　　　　　　　　　　Liberalism　in　South　Africa

by

HoRlucm　Takayuki

　　In　post－apartheid　South　Africa，　one　of　the　crucial　issues　has　been　the　use　of　his－

tory　by　the　African　National　Congress　govemment：　prime　examples　of　this　are　the

Truth　and　Reconcikation　Commission　（1995－98）　and　the　ceRtenary　of　the　SecoRd

South　African　War　（1999－2002）．　On　the　other　hand，　English－spealcing　historians

have　felt　alienated　from　the　present　situation，　and　have　taken　an　interest　in　their

own　identity．　However，　they　have　overe皿phasised　their　openness　to　t｝le　other

ethnic　groups　such　as　雌aners，　Africans　a熱d　Co玉oureds　kl　the　late　血eteenth

and　early　twentieth　centuries，　and　rninimised　the　exclusiveness　of　liberalism　in　the

mid－twentieth　century．　Funhermore，　it　has　been　important　for　them　to　consider

the　relation　between　liberatism　and　the　British　Empire，　because　imperialism　and

racism　in　South　Africa　have　always　been　issues　for　the　liberals　and　the　radicals　in

the　“British　world”．　Therefore，　this　article　will　exp｝ore　the　work　of　the　historian

Eric　Anderson　Walker，　who　contributed　to　the　foundation　of　British　liberalisrn　in

South　Alirica　during　the　period．

　　Walker　was　bom　at　Streatham，　London，　on　6　September　1886，　and　anived　in

Cape　Town　in　1911．　As　a　professor　at　the　South　African　Coilege，　which　became

the　University　of　Cape　Town　in　1918，　he　began　to　study　the　history　of　Sottth　Afri－

ca　under　the　inAueRce　of　the　historian　George　McCall　Theal，　whose　work　was

pro－Boer　and　racist．　However，　Walker’s　lecture　‘The　Frontier　Tradition　in　South

Afirica’　（1930）　showed　his　negative　and　cent’emptuous　attitude　toward　the　conserv－

atism　aRd　racism　of　Afrikaner　natioRaBsts．　Nevertheless，　he　followed　Theal　in

dealing　with　the　“Great　Trek”　and　the　history　of　Africans．

　　On　the　other　hand，　the　most　important　problem　for　Walker　was　the　myth　of

liberalism　in　the　late　nineteenth　century　Cape　Colony．　Since　the　1910s，　he　had

been　concerned　with　the　history　of　the　Cape　in　the　seventeenth　ar｝d　eighteenth

centurjes．　However，　his　concern　ttm）ed　to　the　late　nineteenth　century　from

arouRd　1920，　when　he　came　to　know　politicians　like　John　Xavier　Merriman，　the

former　pime　minister　of　the　coiony．　Lord　De　Villiers　and　His　Times：　South　Afn’ca



1842－1914　（1925），　Wall〈er’s　flrst　book　about　the　Cape　history，　emphasised　the

“reconcMation”　with　the　Dutch，　and　a　Wltiggish　view　of　history．　Nevertheless，　he

felt　a　crisis　when　the　Afrikaner　nationalist　camp　attacked　the　non－European　franch－

ise　in　the　Cape　and漁e　British　in　the㎡d　1930s．　W．P．　Schアθ碗θ7」、4　South　Afr－ican

（1937），　Wall〈er’s　biography　of　the　former　prime　minister　of　the　colony，　covered

the　problems　of　the　“native　franchise”　and　the　British　identity　more　dii’ectly．

　　In　1936，　Walker　became　professor　of　imperial　and　naval　history　at　the　Universi－

ty　of　Carnbridge．　ln　1940，　he　contributed　the　article　‘The　Jameson　Raid’　to　the

Cα〃zZ＞r・idge　Historicalノ∂urnal，　and　tried　to　investigate　the　cause　of　Afrikaner

nationaijsm　in　the　iate　nineteenth　aRd　eay｝y　£wentieth　centuries．　Furtheumore，　his

book　The　British　Empire：　lts　Structure　and　SPirit　（1943）　sought　to　envision　the

role　of　the　British　Empire　in　the　age　of　Pax　Americana．　On　the　other　hand，　he

argued　actively　against　the　policy　of　apartheid，　which　began　in　1948．　ln　1968，　he

settied　in　Durban，　Natal，　and　died　・there　on　23　February　i976．　Even　before　his

death，　his　anti－A£ril〈aner　and　Eurocentric　work　was　criticised　by　A£ril〈aRer　national－

ist，　liberal　Alticanist　and　South　Alitican　radical　historians，　but　British　liberalism

never　became　a　thing　of　the　past　out　of　the　academic　world．

　　Walker　remained　more　pro－Boer　and　reconciliatory　with　the　Dutch　than　other

tiberal　historians．　However，　he　confronted　Afrikaner　nationalism　and　took　a　ieadmg

position　on　the　“frontier　tradition”　and　the　Jameson　Raid．　Furthermore，　the　most

important　problems　for　him　were　the　myth　of　Cape　liberalism　and　British　identity．

On　the　other　hand，　he　did　not　fuliy　develop　his　ideas　about　the　British　Empire　in

the　age　of　Pax　Americana．　Nevertheless，　the　problem　of　the　Empire　undenlably

lurked　in　the　background　whenever　he　told　the　story　of　South　Africa，　and　in　con－

trast，　the　South　African　problem　was　undeniably　present　whenever　he　told　the

story　of　the　Empire．

The　Frarnework　of　Mori　Tsutomu’s　Foreign　Policy

　　　　　　　　　toward　China　during　1929－1932

by

KoBAyAsKI　Shohei

　Japanese　foreign　policy　was　carried　out　by　Foreign　M娠ster　Shidehara　K加ro

du血g　the　period　of　1924　to　1931，　except　when　the　cab血et　was　headed　by　Tanaka

Glichi　（1927－1929）．　Shidehai’a’s　foreigr　t　policy　toward　China　is　said　to　have　faithfu1一


